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(57)【要約】
　穴(103)が貫通するプラークによって中に形成された
狭窄(102)を有する罹患頭蓋内動脈(100)を通して血液を
供給されている下流組織への血液の供給を高めるための
膨張可能ステント(1)が提供される。膨張可能ステント(
1)は、中心部(5)によって連結された第1の端部(3)と第2
の端部(4)とを備える。中心部(5)は、ステント(1)の膨
張状態において、狭窄(102)の穴(103)内に配置される(1
0)ように構成され、第1の端部(3)および第2の端部(4)は
狭窄(102)の近位端(105)および遠位端(107)に隣接する
動脈(100)の非罹患部分(104、106)に当接し、ステント(
1)を動脈(100)内に固定する。ステント(1)が膨張状態に
ある中心部(5)は、狭窄(102)の穴(103)の直径が現在の
直径に維持されるか、または動脈(100)の非罹患部分(10
4、106)の約50%まで増大される(15)ように狭窄(102)に
径方向外向き圧力を印加するように構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頭蓋内血管内の狭窄にステント留置を行うように構成されている膨張可能ステントであ
って、膨張状態における前記ステントは、第1の穴が貫通する第1の端部と、前記第1の端
部から離間し、第2の穴が貫通する第2の端部と、前記第1の端部と前記第2の端部との間に
延在し、中心穴が貫通しており、前記第1の端部および前記第2の端部の前記第1の穴およ
び前記第2の穴を互いに連通させる、中心部とを備えるように構成され、前記中心部は前
記第1の端部および前記第2の端部の外部横断面より小さい外部横断面を有し、前記第1の
端部および前記第2の端部は、前記ステントの膨張状態において前記狭窄のそれぞれの対
向端上で前記血管の動脈壁と係合し前記ステントを前記血管内に固定するように構成され
、前記中心部は、前記ステントの前記膨張状態において前記狭窄を貫通する穴を貫通し、
径方向外向き圧力で前記狭窄を形成する物質を圧迫して前記狭窄を通る前記穴のさらなる
狭小化を少なくとも防ぐように構成される、膨張可能ステント。
【請求項２】
　前記中心部は、前記ステントの前記膨張状態において、前記狭窄の前記物質だけを圧迫
し、前記血管の前記壁を圧迫しないように構成される請求項1に記載の膨張可能ステント
。
【請求項３】
　前記第1の端部および前記第2の端部は、前記ステントの前記膨張状態において、前記狭
窄の前記それぞれの対向端に隣接する前記血管の前記壁と係合するように構成される請求
項1または2に記載の膨張可能ステント。
【請求項４】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部は、実質的に円形の
横断面を有する請求項1から3のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項５】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部は、実質的に円筒形
の形状である請求項1から4のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項６】
　前記第1の端部および前記第2の端部は、前記ステントの前記膨張状態において、前記血
管の隣接する部分の形状に適応するように構成される請求項1から5のいずれか一項に記載
の膨張可能ステント。
【請求項７】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、実質的に円形の横断面を有する請求項1
から6のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項８】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、実質的に円筒形の形状である請求項1か
ら7のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項９】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、実質的に砂時計の形状である請求項1か
ら7のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項１０】
　前記中心部は、前記ステントの前記膨張状態において、前記狭窄の少なくとも一部の形
状に適応するように構成される請求項1から9のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項１１】
　前記中心部は、前記ステントの前記膨張状態における事前定義された最大横断面積まで
膨張するように構成される請求項1から10のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項１２】
　前記中心部の前記事前定義された最大横断面積は、前記中心部と前記血管の前記壁との
接触を回避するために、前記狭窄に隣接する前記血管の非罹患部分の横断面積より小さい
請求項11に記載の膨張可能ステント。
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【請求項１３】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部の外径は、5mm以下
である請求項1から12のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項１４】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部の外径は、2mmから5
mmの範囲内にある請求項1から13のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項１５】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部の外径は、2.5mmか
ら4.5mmの範囲内にある請求項1から14のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項１６】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部は、前記狭窄に隣接
する前記血管の非罹患部分の内径の100%から125%の範囲内の直径まで膨張するように構成
される請求項1から15のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項１７】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部は、前記狭窄に隣接
する前記血管の非罹患部分の内径の100%から110%の範囲内の直径まで膨張するように構成
される請求項1から16のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項１８】
　前記非膨張状態の前記ステントの最大外径は、0.6mm以下であり、好ましくは0.5mm以下
であり、有利には0.4mm以下である請求項1から17のいずれか一項に記載の膨張可能ステン
ト。
【請求項１９】
　前記非膨張状態の前記ステントの最大外径は、0.3mm以下である請求項1から18のいずれ
か一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項２０】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部の外径は、前記第1の端部および前記第2の端
部の外径の25%から70%の範囲内にある請求項1から19のいずれか一項に記載の膨張可能ス
テント。
【請求項２１】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部の外径は、前記第1の端部および前記第2の端
部の外径の40%から75%の範囲内にある請求項1から20のいずれか一項に記載の膨張可能ス
テント。
【請求項２２】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部の外径は、前記第1の端部および前記第2の端
部の外径の約50%の範囲内にある請求項1から21のいずれか一項に記載の膨張可能ステント
。
【請求項２３】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部の外径は、実質的に
互いに等しい請求項1から22のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項２４】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部の内径は、前記第1の端部および前記第2の端
部の内径の25%から70%の範囲内にある請求項1から23のいずれか一項に記載の膨張可能ス
テント。
【請求項２５】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部の内径は、前記第1の端部および前記第2の端
部の内径の40%から75%の範囲内にある請求項1から24のいずれか一項に記載の膨張可能ス
テント。
【請求項２６】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部の内径は、前記第1の端部および前記第2の端
部の内径の約50%の範囲内にある請求項1から25のいずれか一項に記載の膨張可能ステント
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。
【請求項２７】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部の内径は、実質的に
互いに等しい請求項1から26のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項２８】
　前記ステントの壁厚さは、0.02mmから0.15mmの範囲内にある請求項1から27のいずれか
一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項２９】
　前記ステントの前記壁厚さは、0.05mmから0.1mmの範囲内にある請求項1から28のいずれ
か一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項３０】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記第1の端部および前記第2の端部によ
って前記血管の前記壁に印加される前記径方向外向き圧力より大きい径方向外向き圧力を
、前記狭窄を形成する物質に印加するように構成される請求項1から29のいずれか一項に
記載の膨張可能ステント。
【請求項３１】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部によって印加される前記径方向外向き圧力は
、前記狭窄を形成する前記物質の押しつぶしを最小限度に抑え、それにより前記狭窄を形
成する前記物質を前記血管の前記壁に沿って縦方向に付勢するのを最小限度に抑えるよう
な圧力である請求項30に記載の膨張可能ステント。
【請求項３２】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部は、前記狭窄を形成
する前記物質が前記第1の端部および前記第2の端部のうちの対応する1つと前記血管の前
記壁との間で付勢されるのを防ぐのに十分な圧力で前記血管の前記壁を圧迫するように構
成される請求項1から31のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項３３】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄を形成する前記物質を前記径方
向外向き圧力で圧迫し、前記狭窄を貫通する前記穴の直径を前記狭窄に隣接する前記血管
の非罹患部分の少なくとも25%の直径まで増大させるように構成される請求項1から32のい
ずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項３４】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄を形成する前記物質を前記径方
向外向き圧力で圧迫し、前記狭窄を貫通する前記穴の直径を前記狭窄に隣接する前記血管
の非罹患部分の少なくとも30%の直径まで増大させるように構成される請求項1から33のい
ずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項３５】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄を形成する前記物質を前記径方
向外向き圧力で圧迫し、前記狭窄を貫通する前記穴の直径を前記狭窄に隣接する前記血管
の非罹患部分の少なくとも40%の直径まで増大させるように構成される請求項1から34のい
ずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項３６】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄を形成する前記物質を前記径方
向外向き圧力で圧迫し、前記狭窄を貫通する前記穴の直径を前記狭窄に隣接する前記血管
の非罹患部分の少なくとも50%の直径まで増大させるように構成され、前記狭窄を貫通す
る前記穴の前記直径を前記狭窄に隣接する前記血管の前記非罹患部分の少なくとも70%お
よびさらには80%まで増大させ得る請求項1から35のいずれか一項に記載の膨張可能ステン
ト。
【請求項３７】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄を形成する前記物質を前記径方
向外向き圧力で圧迫し、前記狭窄を貫通する前記穴の直径を前記狭窄に隣接する前記血管
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の非罹患部分の60%のオーダーの直径まで増大させるように構成される請求項1から36のい
ずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項３８】
　前記中心部は、それぞれの遷移部内の対向端で終端し、前記中心部は、前記遷移部を通
して前記第1の端部および前記第2の端部に接続され、連通する請求項1から37のいずれか
一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項３９】
　前記ステントの前記膨張状態の前記遷移部のうちの少なくとも1つは、前記中心部、な
らびに前記第1の端部および前記第2の端部のうちの対応する1つに実質的に垂直に延在す
る請求項38に記載の膨張可能ステント。
【請求項４０】
　前記ステントの前記膨張状態の前記2つの遷移部は、前記中心部、ならびに前記第1の端
部および前記第2の端部のうちの前記対応する1つに実質的に垂直に延在する請求項38また
は39に記載の膨張可能ステント。
【請求項４１】
　前記ステントの前記膨張状態の前記遷移部のうちの少なくとも1つは、円錐台形の形状
である請求項38に記載の膨張可能ステント。
【請求項４２】
　前記ステントの前記膨張状態の前記2つの遷移部は、円錐台形の形状である請求項41に
記載の膨張可能ステント。
【請求項４３】
　前記ステントの前記膨張状態の各遷移部の前記円錐台部は、30°から160°の範囲内の
円錐角を画成する請求項41または42に記載の膨張可能ステント。
【請求項４４】
　前記ステントの前記膨張状態の各遷移部の前記円錐台部は、30°から110°の範囲内の
円錐角を画成する請求項41から43のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項４５】
　前記ステントの前記膨張状態の各遷移部の前記円錐台部は、60°から110°の範囲内の
円錐角を画成する請求項41から44のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項４６】
　前記ステントの前記膨張状態の前記遷移部は、前記それぞれの対向端に隣接する前記狭
窄を形成する前記物質と係合するように構成される請求項38から45のいずれか一項に記載
の膨張可能ステント。
【請求項４７】
　前記第1の端部および前記第2の端部ならびに前記中心部は、中に隙間を画成するかごに
似た構造物、編組構造物、および穿孔構造物のうちの1つである請求項1から46のいずれか
一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項４８】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部内の前記隙間は、前記第1の端部および前記
第2の端部内の前記隙間より面積が小さい請求項47に記載の膨張可能ステント。
【請求項４９】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部内の前記隙間は、前記狭窄を形成する前記物
質が中を通過するのを最小限度に抑えること、および防ぐことのうちの一方を行う上で十
分に小さい面積を有する請求項47または48に記載の膨張可能ステント。
【請求項５０】
　前記ステントの前記膨張状態の前記遷移部内の前記隙間は、前記第1の端部および前記
第2の端部内の前記隙間の面積より小さい面積を有する請求項47から49のいずれか一項に
記載の膨張可能ステント。
【請求項５１】
　前記ステントの前記膨張状態の前記遷移部内の前記隙間は、前記狭窄を形成する前記物
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質が中を通過するのを最小限度に抑えること、および防ぐことのうちの一方を行う上で十
分に小さい面積を有する請求項47から50のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項５２】
　前記ステントの前記中心部は縦方向に延在する主中心軸を画成し、前記第1の端部は縦
方向に延在する第1の中心軸を画成し、前記第2の端部は縦方向に延在する第2の中心軸を
画成する請求項1から51のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項５３】
　前記主中心軸、前記第1の中心軸、および前記第2の中心軸は互いに一致する請求項52に
記載の膨張可能ステント。
【請求項５４】
　前記主中心軸は、前記第1の中心軸および前記第2の中心軸からオフセットされる請求項
52に記載の膨張可能ステント。
【請求項５５】
　前記第1の中心軸および前記第2の中心軸は、互いに一致する請求項54に記載の膨張可能
ステント。
【請求項５６】
　前記主中心軸は、前記第1の中心軸および前記第2の中心軸に平行に延在する請求項54ま
たは55に記載の膨張可能ステント。
【請求項５７】
　前記主中心軸は、前記第1の中心軸および前記第2の中心軸に対して0°より大きい角度
で延在する請求項54または55に記載の膨張可能ステント。
【請求項５８】
　前記ステントは、人間または動物の被検体の血液温度で膨張するように構成される請求
項1から57のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項５９】
　生体適合性フィルムが前記ステントの前記表面上に設けられる請求項1から58のいずれ
か一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項６０】
　前記生体適合性フィルムは、アテローム性プラークのさらなる増殖を防ぐために医薬品
とともに埋め込まれる請求項1から59のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項６１】
　前記ステントは、前記ステントの血栓形成の可能性を低減する医薬品および血管形成を
促進する物質を分子レベルで埋め込まれるか、またはコーティングされる請求項1から60
のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項６２】
　前記ステントは、治療活性物質をコーティングされる請求項1から61のいずれか一項に
記載の膨張可能ステント。
【請求項６３】
　前記治療活性物質は、血管形成促進物質を含む請求項62に記載の膨張可能ステント。
【請求項６４】
　前記血管形成促進物質は、メタクリル酸-エコイソデシルアクリレート(MAA-co-IDA、40
% MAA)を含む請求項63に記載の膨張可能ステント。
【請求項６５】
　前記ステントは、前記ステントの結果として生じる内皮剪断応力を最小にするように構
成される請求項1から64のいずれか一項に記載の膨張可能ステント。
【請求項６６】
　前記ステントは、前記ステントの結果として生じる内皮剪断応力が250Pa以下となるよ
うに構成される請求項65に記載の膨張可能ステント。
【請求項６７】
　前記ステントは、生体適合性物質を含む請求項1から66のいずれか一項に記載の膨張可
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能ステント。
【請求項６８】
　前記ステントは、生体適合性生体分解性物質を含む請求項1から67のいずれか一項に記
載の膨張可能ステント。
【請求項６９】
　前記ステントは、ポリマー物質を含む請求項1から68のいずれか一項に記載の膨張可能
ステント。
【請求項７０】
　前記ステントは、自己膨張物質を含む請求項1から69のいずれか一項に記載の膨張可能
ステント。
【請求項７１】
　前記ステントは、形状記憶物質を含む請求項1から70のいずれか一項に記載の膨張可能
ステント。
【請求項７２】
　前記ステントは、
　ニッケル、チタン、コバルト、ステンレス鋼
のうちの1つまたは複数から選択された合金を含む請求項1から71のいずれか一項に記載の
膨張可能ステント。
【請求項７３】
　前記ステントは、非自己膨張物質を含む請求項1から58のいずれか一項に記載の膨張可
能ステント。
【請求項７４】
　狭窄と、請求項1から73のいずれか一項に記載の膨張可能ステントとを含む頭蓋内血管
であって、膨張状態にある前記膨張可能ステントは、前記血管内に配置され、前記ステン
トの前記中心部は前記狭窄を貫通する穴内に配置され、前記狭窄を形成する前記物質を圧
迫し、前記ステントの前記第1の端部および前記第2の端部は前記狭窄のそれぞれの対向端
上で前記血管の壁と係合する、頭蓋内血管。
【請求項７５】
　前記膨張状態にある前記ステントの前記第1の端部および前記第2の端部は、前記狭窄の
前記それぞれの対向端に隣接する前記血管の前記壁と係合する請求項74に記載の頭蓋内血
管。
【請求項７６】
　狭窄を中に有する血管を通して供給を受けている頭蓋内部位に血液を供給する自然頭蓋
内血管形成プロセスを促進するための方法であって、
　膨張可能ステントを提供するステップであって、前記膨張可能ステントは第1の穴が貫
通する第1の端部と、前記第1の端部から離間し、第2の穴が貫通する第2の端部と、前記第
1の端部と前記第2の端部との間に延在し、中心穴が貫通しており、前記第1の端部および
前記第2の端部の前記第1の穴および前記第2の穴を互いに連通させる、中心部とを備え、
前記中心部は前記第1の端部および前記第2の端部の外部横断面より小さい外部横断面を有
する、ステップと、
　非膨張状態にある前記膨張可能ステントを前記狭窄内に留置するステップであって、前
記ステントの前記中心部は前記狭窄を貫通する前記穴を貫通し、前記第1の端部および前
記第2の端部は前記狭窄の対向端上にある、ステップと、
　前記ステントを膨張させるステップであって、前記膨張したステントの前記第1の端部
および前記第2の端部は前記狭窄の前記それぞれの対向端上で前記血管の壁と係合して前
記ステントを前記血管内に固定し、前記膨張したステントの前記中心部は前記狭窄を形成
する前記物質を径方向外向き圧力で圧迫し、少なくとも前記狭窄を貫通する前記穴のさら
なる狭小化を防いで、前記自然頭蓋内血管形成プロセスを促進する、ステップとを含む方
法。
【請求項７７】
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　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄の前記物質だけを圧迫し、前記
血管の前記壁を圧迫しない請求項76に記載の方法。
【請求項７８】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部は、前記狭窄の前記
それぞれの対向端に隣接する前記血管の前記壁と係合する請求項76または77に記載の方法
。
【請求項７９】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部は、実質的に円形の
横断面を有する請求項76から78のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８０】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部は、実質的に円筒形
の形状である請求項76から79のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８１】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部は、前記血管の隣接
する部分の形状に適応する請求項76から80のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８２】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、実質的に円形の横断面を有する請求項76
から81のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８３】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、実質的に円筒形の形状である請求項76か
ら82のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８４】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、実質的に砂時計の形状である請求項76か
ら82のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８５】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄の少なくとも一部の形状に適応
する請求項76から84のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８６】
　前記中心部は、前記ステントの前記膨張状態における事前定義された最大横断面積まで
膨張するように構成される請求項76から85のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８７】
　前記中心部の前記事前定義された最大横断面積は、前記中心部と前記血管の前記壁との
接触を回避するために、前記狭窄に隣接する前記血管の非罹患部分の横断面積より小さい
請求項86に記載の方法。
【請求項８８】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部の外径は、5mm以下
である請求項76から87のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８９】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部の外径は、2mmから5
mmの範囲内にある請求項76から88のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９０】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部の外径は、2.5mmか
ら4.5mmの範囲内にある請求項76から89のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９１】
　前記第1の端部および前記第2の端部は、前記狭窄に隣接する前記血管の非罹患部分の内
径の100%から125%の範囲内の外径まで膨張させられる請求項76から90のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項９２】
　前記第1の端部および前記第2の端部は、前記狭窄に隣接する前記血管の非罹患部分の内
径の100%から110%の範囲内の外径まで膨張させられる請求項76から91のいずれか一項に記



(9) JP 2021-501669 A 2021.1.21

10

20

30

40

50

載の方法。
【請求項９３】
　前記非膨張状態の前記ステントの最大外径は、0.6mm以下であり、好ましくは0.5mm以下
であり、有利には0.4mm以下である請求項76から92のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９４】
　前記非膨張状態の前記ステントの最大外径は、0.3mm以下である請求項76から93のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項９５】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部の外径は、前記第1の端部および前記第2の端
部の外径の25%から70%の範囲内にある請求項76から94のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９６】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部の外径は、前記第1の端部および前記第2の端
部の外径の40%から75%の範囲内にある請求項76から95のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９７】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部の外径は、前記第1の端部および前記第2の端
部の外径の約50%の範囲内にある請求項76から96のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９８】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部の外径は、実質的に
互いに等しい請求項76から97のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９９】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部の内径は、前記第1の端部および前記第2の端
部の内径の25%から70%の範囲内にある請求項76から98のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１００】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部の内径は、前記第1の端部および前記第2の端
部の内径の40%から75%の範囲内にある請求項76から99のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０１】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部の内径は、前記第1の端部および前記第2の端
部の内径の約50%の範囲内にある請求項76から100のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０２】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部の内径は、実質的に
互いに等しい請求項76から101のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０３】
　前記ステントの前記壁厚さは、0.02mmから0.15mmの範囲内にある請求項76から102のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１０４】
　前記ステントの前記壁厚さは、0.05mmから0.1mmの範囲内にある請求項76から103のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項１０５】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記第1の端部および前記第2の端部によ
って前記血管の前記壁に印加される前記径方向外向き圧力より大きい径方向外向き圧力を
、前記狭窄を形成する物質に印加するように構成される請求項76から104のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１０６】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部によって印加される前記径方向外向き圧力は
、前記狭窄を形成する前記物質の押しつぶしを最小限度に抑え、それにより前記狭窄を形
成する前記物質を前記血管の前記壁に沿って縦方向に付勢するのを最小限度に抑えるよう
な圧力である請求項76から105のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０７】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部は、前記狭窄を形成
する前記物質が前記第1の端部および前記第2の端部のうちの対応する1つと前記血管の前
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記壁との間で付勢されるのを防ぐのに十分な圧力で前記血管の前記壁を圧迫するように構
成される請求項76から106のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０８】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄を形成する前記物質を前記径方
向外向き圧力で圧迫し、前記狭窄を貫通する前記穴の直径を前記狭窄に隣接する前記非罹
患血管の少なくとも25%の直径まで増大させるように構成される請求項76から107のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１０９】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄を形成する前記物質を前記径方
向外向き圧力で圧迫し、前記狭窄を貫通する前記穴の直径を前記狭窄に隣接する前記非罹
患血管の少なくとも30%の直径まで増大させるように構成される請求項76から108のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１１０】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄を形成する前記物質を前記径方
向外向き圧力で圧迫し、前記狭窄を貫通する前記穴の直径を前記狭窄に隣接する前記非罹
患血管の少なくとも40%の直径まで増大させるように構成される請求項76から109のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１１１】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄を形成する前記物質を前記径方
向外向き圧力で圧迫し、前記狭窄を貫通する前記穴の直径を前記狭窄に隣接する前記血管
の非罹患部分の少なくとも50%の直径まで増大させるように構成され、前記狭窄を貫通す
る前記穴の前記直径を前記狭窄に隣接する前記血管の前記非罹患部分の少なくとも70%お
よびさらには80%まで増大させ得る請求項76から110のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１２】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄を形成する前記物質を前記径方
向外向き圧力で圧迫し、前記狭窄を貫通する前記穴の直径を前記狭窄に隣接する前記非罹
患血管の60%のオーダーの直径まで増大させるように構成される請求項76から111のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１１３】
　前記ステントは、前記狭窄を貫通する前記穴の前記直径を、前記狭窄を通って流れる血
流の流量を前記狭窄がない場合の前記血管を通る正常な血流量の25%から80%の範囲内に収
まるように前記中心部が増大させる程度まで膨張させられる請求項76から112のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１１４】
　前記ステントは、前記狭窄を貫通する前記穴の前記直径を、前記狭窄を通って流れる血
流の流量を前記狭窄がない場合の前記血管を通る正常な血流量の30%から70%の範囲内に収
まるように前記中心部が増大させる程度まで膨張させられる請求項76から113のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１１５】
　前記ステントは、前記狭窄を貫通する前記穴の前記直径を、前記狭窄を通って流れる血
流の流量を前記狭窄がない場合の前記血管を通る正常な血流量の40%から60%の範囲内に収
まるように前記中心部が増大させる程度まで膨張させられる請求項76から114のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１１６】
　前記ステントは、前記狭窄を貫通する前記穴の前記直径を、前記狭窄を通って流れる血
流の流量を前記狭窄がない場合の前記血管を通る正常な血流量の約50%の範囲内に収まる
ように前記中心部が増大させる程度まで膨張させられる請求項76から115のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１１７】
　前記中心部は、それぞれの遷移部内の対向端で終端し、前記中心部は、前記遷移部を通
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して前記第1の端部および前記第2の端部に接続され、連通する請求項76から116のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１１８】
　前記ステントの前記膨張状態の前記遷移部のうちの少なくとも1つは、前記中心部、な
らびに前記第1の端部および前記第2の端部のうちの対応する1つに実質的に垂直に延在す
る請求項117に記載の方法。
【請求項１１９】
　前記ステントの前記膨張状態の前記2つの遷移部は、前記中心部、ならびに前記第1の端
部および前記第2の端部のうちの前記対応する1つに実質的に垂直に延在する請求項117ま
たは118に記載の方法。
【請求項１２０】
　前記ステントの前記膨張状態の前記遷移部のうちの少なくとも1つは、円錐台形の形状
である請求項117に記載の方法。
【請求項１２１】
　前記ステントの前記膨張状態の前記2つの遷移部は、円錐台形の形状である請求項120に
記載の方法。
【請求項１２２】
　前記ステントの前記膨張状態の各遷移部の前記円錐台部は、30°から160°の範囲内の
円錐角を画成する請求項120または121に記載の方法。
【請求項１２３】
　前記ステントの前記膨張状態の各遷移部の前記円錐台部は、30°から110°の範囲内の
円錐角を画成する請求項120から122のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２４】
　前記ステントの前記膨張状態の各遷移部の前記円錐台部は、60°から110°の範囲内の
円錐角を画成する請求項120から123のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２５】
　前記ステントの前記膨張状態の前記遷移部は、前記それぞれの対向端に隣接する前記狭
窄を形成する前記物質と係合するように構成される請求項120から124のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項１２６】
　前記第1の端部および前記第2の端部ならびに前記中心部は、中に隙間を画成するかごに
似た構造物、編組構造物、および穿孔構造物のうちの1つである請求項76から125のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１２７】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部内の前記隙間は、前記第1の端部および前記
第2の端部内の前記隙間より面積が小さい請求項126に記載の方法。
【請求項１２８】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部内の前記隙間は、前記狭窄を形成する前記物
質が中を通過するのを最小限度に抑えること、および防ぐことのうちの一方を行う上で十
分に小さい面積を有する請求項126または127に記載の方法。
【請求項１２９】
　前記ステントの前記膨張状態の前記遷移部内の前記隙間は、前記第1の端部および前記
第2の端部内の前記隙間の面積より小さい面積を有する請求項126から128のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１３０】
　前記ステントの前記膨張状態の前記遷移部内の前記隙間は、前記狭窄を形成する前記物
質が中を通過するのを最小限度に抑えること、および防ぐことのうちの一方を行う上で十
分に小さい面積を有する請求項126から129のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３１】
　前記ステントの前記中心部は縦方向に延在する主中心軸を画成し、前記第1の端部は縦
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方向に延在する第1の中心軸を画成し、前記第2の端部は縦方向に延在する第2の中心軸を
画成する請求項76から130のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３２】
　前記主中心軸、前記第1の中心軸、および前記第2の中心軸は互いに一致する請求項131
に記載の方法。
【請求項１３３】
　前記主中心軸は、前記第1の中心軸および前記第2の中心軸からオフセットされる請求項
131に記載の方法。
【請求項１３４】
　前記第1の中心軸および前記第2の中心軸は、互いに一致する請求項133に記載の方法。
【請求項１３５】
　前記主中心軸は、前記第1の中心軸および前記第2の中心軸に平行に延在する請求項133
または134に記載の方法。
【請求項１３６】
　前記主中心軸は、前記第1の中心軸および前記第2の中心軸に対して0°より大きい角度
で延在する請求項133または134に記載の方法。
【請求項１３７】
　前記ステントは、人間または動物の被検体の血液温度で膨張するように構成される請求
項76から136のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３８】
　生体適合性フィルムが前記ステントの前記表面上に設けられる請求項76から137のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項１３９】
　前記生体適合性フィルムは、アテローム性プラークのさらなる増殖を防ぐために医薬品
とともに埋め込まれる請求項138に記載の方法。
【請求項１４０】
　前記ステントは、前記ステントの血栓形成の可能性を低減する医薬品および血管形成を
促進する物質を分子レベルで埋め込まれるか、またはコーティングされる請求項76から13
9のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４１】
　前記ステントは、治療活性物質をコーティングされる請求項76から140のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１４２】
　前記治療活性物質は、血管形成促進物質を含む請求項141に記載の方法。
【請求項１４３】
　前記血管形成促進物質は、メタクリル酸-エコイソデシルアクリレート(MAA-co-IDA、40
% MAA)を含む請求項142に記載の方法。
【請求項１４４】
　前記ステントは、前記ステントの使用の結果として生じる内皮剪断応力を最小にするよ
うに構成される請求項76から143のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４５】
　前記ステントは、前記ステントの前記使用の結果として生じる内皮剪断応力が250Pa以
下となるように構成される請求項144に記載の方法。
【請求項１４６】
　前記ステントは、生体適合性物質を含む請求項76から145のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項１４７】
　前記ステントは、生体適合性生体分解性物質を含む請求項76から146のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項１４８】
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　前記ステントは、ポリマー物質を含む請求項76から147のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４９】
　前記ステントは、自己膨張物質を含む請求項76から148のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５０】
　前記ステントは、形状記憶物質を含む請求項76から149のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５１】
　前記ステントは、
　ニッケル、チタン、コバルト、ステンレス鋼
のうちの1つまたは複数から選択された合金を含む請求項76から150のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１５２】
　前記ステントは、非自己膨張物質を含む請求項76から151のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項１５３】
　前記ステントは、細長送達カテーテルで前記血管内の前記狭窄に送達され、前記送達カ
テーテルは近位端と遠位端との間に延在し、中を貫通し前記近位端から前記遠位端に延在
する細長穴を有し、前記ステントは前記送達カテーテルの前記穴内に配置される請求項76
から152のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５４】
　前記送達カテーテルは、前記送達カテーテルの前記遠位端が前記狭窄の前記遠位端上の
狭窄から延在するまで頭蓋内血管系を通して、また狭窄を通して付勢される請求項153に
記載の方法。
【請求項１５５】
　前記送達カテーテルの前記遠位端が前記狭窄の遠位に配置され、前記ステントが前記送
達カテーテルの前記穴内に配置され、前記ステントの前記第2の端部が前記遠位端に隣接
するときに、前記送達カテーテルは近位に付勢されて、前記ステントの第2の端部を露出
させ、前記狭窄の遠位で前記血管内の前記第2の端部を膨張させる請求項153または154に
記載の方法。
【請求項１５６】
　前記ステントの前記第2の端部が前記狭窄の前記遠位端上で前記血管の前記壁と係合し
ているときに、前記送達カテーテルおよび前記ステントは近位に付勢されて、前記ステン
トの前記第2の端部を前記狭窄の前記遠位端に隣接する前記血管の非罹患部分内に配置す
る請求項153から155のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５７】
　前記ステントの前記第2の端部が前記狭窄の前記遠位端に隣接する前記血管の非罹患部
分内に正しく配置されたときに、前記送達カテーテルはさらに近位に付勢されて前記ステ
ントを露出させる請求項156に記載の方法。
【請求項１５８】
　近位端と遠位端との間に延在する細長位置決め部材は、前記送達カテーテルが近位に付
勢されているときに前記狭窄内で前記ステントを位置決めするために前記送達カテーテル
の前記穴内に配置される請求項153から157のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５９】
　前記ステントの前記位置は、必要ならば、前記位置決め部材によってさらに調整され、
前記狭窄内の前記ステントの位置決めが完了した後、前記位置決め部材は、前記ステント
から係合を外され、前記位置決め部材および前記送達カテーテルは、前記頭蓋内血管系か
ら引き出される請求項158に記載の方法。
【請求項１６０】
　前記ステントは、前記位置決め部材により前記送達カテーテルの前記穴を通して前記近
位端から前記遠位端に付勢され、前記第2の端部は前記第1の端部に先行する請求項158ま
たは159に記載の方法。
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【請求項１６１】
　前記位置決め部材の前記遠位端は、前記ステントを前記位置決め部材に解放可能に結合
するための解放可能結合手段内で終端する請求項158から160のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項１６２】
　前記ステントは、前記送達カテーテルの前記穴を通して付勢される前に前記結合手段に
よって前記位置決め部材に解放可能に結合される請求項161に記載の方法。
【請求項１６３】
　前記送達カテーテルは、ガイドワイヤ上で前記頭蓋内血管系内に付勢される請求項153
から162のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６４】
　前記送達カテーテルは、前記大腿動脈、橈骨動脈、上腕動脈、および頸動脈のうちの1
つを通して前記頭蓋内血管系内に付勢される請求項153から163のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１６５】
　狭窄を中に有する血管を通して供給を受けている部位に血液を供給する自然頭蓋内血管
形成プロセスを促進するための方法における膨張可能ステントの使用であって、前記膨張
可能ステントは、第1の穴が貫通する第1の端部と、前記第1の端部から離間し、第2の穴が
貫通する第2の端部と、前記第1の端部と前記第2の端部との間に延在し、中心穴が貫通し
ており、前記第1の端部および前記第2の端部を互いに連通させる、中心部とを備え、前記
中心部は前記第1の端部および前記第2の端部の外部横断面より小さい外部横断面を有し、
非膨張状態にある前記膨張可能ステントは、前記狭窄内に留置され、前記ステントの前記
中心部は前記狭窄を貫通する前記穴を貫通し、前記第1の端部および前記第2の端部は前記
狭窄の対向端上にあり、前記ステントは膨張状態に膨張させられ、前記膨張したステント
の前記第1の端部および前記第2の端部は前記狭窄のそれぞれの対向端上で前記血管の壁と
係合して前記ステントを前記血管内に固定し、前記膨張したステントの前記中心部は前記
狭窄を形成する前記物質を径方向外向き圧力で圧迫し、少なくとも前記狭窄を貫通する前
記穴のさらなる狭小化を防いで、前記自然頭蓋内血管形成プロセスを促進する、膨張可能
ステントの使用。
【請求項１６６】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄の前記物質だけを圧迫し、前記
血管の前記壁を圧迫しない請求項165に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１６７】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部は、前記狭窄の前記
それぞれの対向端に隣接する前記血管の前記動脈壁と係合する請求項165または166に記載
の膨張可能ステントの使用。
【請求項１６８】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部は、実質的に円形の
横断面を有する請求項165から167のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１６９】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部は、実質的に円筒形
の形状である請求項165から168のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１７０】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部は、前記血管の隣接
する部分の形状に適応する請求項165から169のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの
使用。
【請求項１７１】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、実質的に円形の横断面を有する請求項16
5から170のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１７２】
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　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、実質的に円筒形の形状である請求項165
から171のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１７３】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、実質的に砂時計の形状である請求項165
から171のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１７４】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄の少なくとも一部の形状に適応
する請求項165から173のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１７５】
　前記中心部は、前記ステントの前記膨張状態における事前定義された最大横断面積まで
膨張するように構成される請求項165から174のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの
使用。
【請求項１７６】
　前記中心部の前記事前定義された最大横断面積は、前記中心部と前記血管の前記壁との
接触を回避するために、前記狭窄に隣接する前記血管の非罹患部分の横断面積より小さい
請求項175に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１７７】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部の外径は、5mm以下
である請求項165から176のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１７８】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部の外径は、2mmから5
mmの範囲内にある請求項165から177のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１７９】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部の外径は、2.5mmか
ら4.5mmの範囲内にある請求項165から178のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使
用。
【請求項１８０】
　前記第1の端部および前記第2の端部は、前記狭窄に隣接する前記血管の非罹患部分の内
径の100%から125%の範囲内の外径まで膨張させられる請求項165から179のいずれか一項に
記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１８１】
　前記第1の端部および前記第2の端部は、前記狭窄に隣接する前記血管の非罹患部分の内
径の100%から110%の範囲内の外径まで膨張させられる請求項165から180のいずれか一項に
記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１８２】
　前記非膨張状態の前記ステントの最大外径は、0.6mm以下であり、好ましくは0.5mm以下
であり、有利には0.4mm以下である請求項165から181のいずれか一項に記載の膨張可能ス
テントの使用。
【請求項１８３】
　前記非膨張状態の前記ステントの最大外径は、0.3mm以下である請求項165から182のい
ずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１８４】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部の外径は、前記第1の端部および前記第2の端
部の外径の25%から70%の範囲内にある請求項165から183のいずれか一項に記載の膨張可能
ステントの使用。
【請求項１８５】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部の外径は、前記第1の端部および前記第2の端
部の外径の40%から75%の範囲内にある請求項165から184のいずれか一項に記載の膨張可能
ステントの使用。
【請求項１８６】
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　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部の外径は、前記第1の端部および前記第2の端
部の外径の約50%の範囲内にある請求項165から185のいずれか一項に記載の膨張可能ステ
ントの使用。
【請求項１８７】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部の外径は、実質的に
互いに等しい請求項165から186のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１８８】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部の内径は、前記第1の端部および前記第2の端
部の内径の25%から70%の範囲内にある請求項165から187のいずれか一項に記載の膨張可能
ステントの使用。
【請求項１８９】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部の内径は、前記第1の端部および前記第2の端
部の内径の40%から75%の範囲内にある請求項165から188のいずれか一項に記載の膨張可能
ステントの使用。
【請求項１９０】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部の内径は、前記第1の端部および前記第2の端
部の内径の約50%の範囲内にある請求項165から189のいずれか一項に記載の膨張可能ステ
ントの使用。
【請求項１９１】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部の内径は、実質的に
互いに等しい請求項165から190のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１９２】
　前記ステントの前記壁厚さは、0.02mmから0.15mmの範囲内にある請求項165から191のい
ずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１９３】
　前記ステントの前記壁厚さは、0.05mmから0.1mmの範囲内にある請求項165から192のい
ずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１９４】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記第1の端部および前記第2の端部によ
って前記血管の前記壁に印加される前記径方向外向き圧力より大きい径方向外向き圧力を
、前記狭窄を形成する物質に印加するように構成される請求項165から193のいずれか一項
に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１９５】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部によって印加される前記径方向外向き圧力は
、前記狭窄を形成する前記物質の押しつぶしを最小限度に抑え、それにより前記狭窄を形
成する前記物質を前記血管の前記壁に沿って縦方向に付勢するのを最小限度に抑えるよう
な圧力である請求項165から194のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１９６】
　前記ステントの前記膨張状態の前記第1の端部および前記第2の端部は、前記狭窄を形成
する前記物質が前記第1の端部および前記第2の端部のうちの対応する1つと前記血管の前
記壁との間で付勢されるのを防ぐのに十分な圧力で前記血管の前記壁を圧迫するように構
成される請求項165から195のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１９７】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄を形成する前記物質を前記径方
向外向き圧力で圧迫し、前記狭窄を貫通する前記穴の直径を前記狭窄に隣接する前記血管
の非罹患部分の少なくとも25%の直径まで増大させるように構成される請求項165から196
のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１９８】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄を形成する前記物質を前記径方
向外向き圧力で圧迫し、前記狭窄を貫通する前記穴の直径を前記狭窄に隣接する前記血管
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の非罹患部分の少なくとも30%の直径まで増大させるように構成される請求項165から197
のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項１９９】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄を形成する前記物質を前記径方
向外向き圧力で圧迫し、前記狭窄を貫通する前記穴の直径を前記狭窄に隣接する前記血管
の非罹患部分の少なくとも40%の直径まで増大させるように構成される請求項165から198
のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２００】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄を形成する前記物質を前記径方
向外向き圧力で圧迫し、前記狭窄を貫通する前記穴の直径を前記狭窄に隣接する前記血管
の非罹患部分の少なくとも50%の直径まで増大させるように構成され、前記狭窄を貫通す
る前記穴の前記直径を前記狭窄に隣接する前記血管の前記非罹患部分の少なくとも70%お
よびさらには80%まで増大させ得る請求項165から199のいずれか一項に記載の膨張可能ス
テントの使用。
【請求項２０１】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部は、前記狭窄を形成する前記物質を前記径方
向外向き圧力で圧迫し、前記狭窄を貫通する前記穴の直径を前記狭窄に隣接する前記血管
の非罹患部分の60%のオーダーの直径まで増大させるように構成される請求項165から200
のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２０２】
　前記ステントは、前記狭窄を貫通する前記穴の前記直径を、前記狭窄を通って流れる血
流の流量を前記狭窄がない場合の前記血管を通る正常な血流量の25%から80%の範囲内に収
まるように前記中心部が増大させる程度まで膨張させられる請求項165から201のいずれか
一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２０３】
　前記ステントは、前記狭窄を貫通する前記穴の前記直径を、前記狭窄を通って流れる血
流の流量を前記狭窄がない場合の前記血管を通る正常な血流量の30%から70%の範囲内に収
まるように前記中心部が増大させる程度まで膨張させられる請求項165から202のいずれか
一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２０４】
　前記ステントは、前記狭窄を貫通する前記穴の前記直径を、前記狭窄を通って流れる血
流の流量を前記狭窄がない場合の前記血管を通る正常な血流量の40%から60%の範囲内に収
まるように前記中心部が増大させる程度まで膨張させられる請求項165から203のいずれか
項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２０５】
　前記ステントは、前記狭窄を貫通する前記穴の前記直径を、前記狭窄を通って流れる血
流の流量を前記狭窄がない場合の前記血管を通る正常な血流量の約50%の範囲内に収まる
ように前記中心部が増大させる程度まで膨張させられる請求項165から204のいずれか一項
に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２０６】
　前記中心部は、それぞれの遷移部内の対向端で終端し、前記中心部は、前記遷移部を通
して前記第1の端部および前記第2の端部に接続され、連通する請求項165から205のいずれ
か一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２０７】
　前記ステントの前記膨張状態の前記遷移部のうちの少なくとも1つは、前記中心部、な
らびに前記第1の端部および前記第2の端部のうちの対応する1つに実質的に垂直に延在す
る請求項206に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２０８】
　前記ステントの前記膨張状態の前記2つの遷移部は、前記中心部、ならびに前記第1の端
部および前記第2の端部のうちの前記対応する1つに実質的に垂直に延在する請求項206ま
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たは207に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２０９】
　前記ステントの前記膨張状態の前記遷移部のうちの少なくとも1つは、円錐台形の形状
である請求項206に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２１０】
　前記ステントの前記膨張状態の前記2つの遷移部は、円錐台形の形状である請求項209に
記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２１１】
　前記ステントの前記膨張状態の各遷移部の前記円錐台部は、30°から160°の範囲内の
円錐角を画成する請求項209または210に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２１２】
　前記ステントの前記膨張状態の各遷移部の前記円錐台部は、30°から110°の範囲内の
円錐角を画成する請求項209から211のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２１３】
　前記ステントの前記膨張状態の各遷移部の前記円錐台部は、60°から110°の範囲内の
円錐角を画成する請求項209から212のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２１４】
　前記ステントの前記膨張状態の前記遷移部は、前記それぞれの対向端に隣接する前記狭
窄を形成する前記物質と係合するように構成される請求項209から213のいずれか一項に記
載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２１５】
　前記第1の端部および前記第2の端部ならびに前記中心部は、中に隙間を画成するかごに
似た構造物、編組構造物、および穿孔構造物のうちの1つである請求項165から214のいず
れか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２１６】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部内の前記隙間は、前記第1の端部および前記
第2の端部内の前記隙間より面積が小さい請求項215に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２１７】
　前記ステントの前記膨張状態の前記中心部内の前記隙間は、前記狭窄を形成する前記物
質が中を通過するのを最小限度に抑えること、および防ぐことのうちの一方を行う上で十
分に小さい面積を有する請求項215または216に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２１８】
　前記ステントの前記膨張状態の前記遷移部内の前記隙間は、前記第1の端部および前記
第2の端部内の前記隙間の面積より小さい面積を有する請求項215から217のいずれか一項
に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２１９】
　前記ステントの前記膨張状態の前記遷移部内の前記隙間は、前記狭窄を形成する前記物
質が中を通過するのを最小限度に抑えること、および防ぐことのうちの一方を行う上で十
分に小さい面積を有する請求項215から218のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使
用。
【請求項２２０】
　前記ステントの前記中心部は縦方向に延在する主中心軸を画成し、前記第1の端部は縦
方向に延在する第1の中心軸を画成し、前記第2の端部は縦方向に延在する第2の中心軸を
画成する請求項165から219のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２２１】
　前記主中心軸、前記第1の中心軸、および前記第2の中心軸は互いに一致する請求項220
に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２２２】
　前記主中心軸は、前記第1の中心軸および前記第2の中心軸からオフセットされる請求項
220に記載の膨張可能ステントの使用。
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【請求項２２３】
　前記第1の中心軸および前記第2の中心軸は、互いに一致する請求項222に記載の膨張可
能ステントの使用。
【請求項２２４】
　前記主中心軸は、前記第1の中心軸および前記第2の中心軸に平行に延在する請求項222
または223に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２２５】
　前記主中心軸は、前記第1の中心軸および前記第2の中心軸に対して0°より大きい角度
で延在する請求項222または223に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２２６】
　前記ステントは、人間または動物の被検体の血液温度で膨張するように構成される請求
項165から225のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２２７】
　生体適合性フィルムが前記ステントの前記表面上に設けられる請求項165から226のいず
れか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２２８】
　前記生体適合性フィルムは、アテローム性プラークのさらなる増殖を防ぐために医薬品
とともに埋め込まれる請求項165から227のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用
。
【請求項２２９】
　前記ステントは、前記ステントの血栓形成の可能性を低減する医薬品および血管形成を
促進する物質を分子レベルで埋め込まれるか、またはコーティングされる請求項165から2
28のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２３０】
　前記ステントは、治療活性物質をコーティングされる請求項165から229のいずれか一項
に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２３１】
　前記治療活性物質は、血管形成促進物質を含む請求項230に記載の膨張可能ステントの
使用。
【請求項２３２】
　前記血管形成促進物質は、メタクリル酸-エコイソデシルアクリレート(MAA-co-IDA、40
% MAA)を含む請求項231に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２３３】
　前記ステントは、前記ステントの使用の結果として生じる内皮剪断応力を最小にするよ
うに構成される請求項165から232のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２３４】
　前記ステントは、前記ステントの前記使用の結果として生じる内皮剪断応力が250Pa以
下となるように構成される請求項233に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２３５】
　前記ステントは、生体適合性物質を含む請求項165から234のいずれか一項に記載の膨張
可能ステントの使用。
【請求項２３６】
　前記ステントは、生体適合性生体分解性物質を含む請求項165から235のいずれか一項に
記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２３７】
　前記ステントは、ポリマー物質を含む請求項165から236のいずれか一項に記載の膨張可
能ステントの使用。
【請求項２３８】
　前記ステントは、自己膨張物質を含む請求項165から237のいずれか一項に記載の膨張可
能ステントの使用。
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【請求項２３９】
　前記ステントは、形状記憶物質を含む請求項165から238のいずれか一項に記載の膨張可
能ステントの使用。
【請求項２４０】
　前記ステントは、
　ニッケル、チタン、コバルト、ステンレス鋼
のうちの1つまたは複数から選択された合金を含む請求項165から239のいずれか一項に記
載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２４１】
　前記ステントは、非自己膨張物質を含む請求項165から237のいずれか一項に記載の膨張
可能ステントの使用。
【請求項２４２】
　前記ステントは、細長送達カテーテルで前記血管内の前記狭窄に送達され、前記送達カ
テーテルは近位端と遠位端との間に延在し、中を貫通し前記近位端から前記遠位端に延在
する細長穴を有し、前記ステントは前記送達カテーテルの前記穴内に配置される請求項16
5から241のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２４３】
　前記送達カテーテルは、前記送達カテーテルの前記遠位端が前記狭窄の前記遠位端上の
狭窄から延在するまで頭蓋内血管系を通して、また前記狭窄を通して付勢される請求項24
2に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２４４】
　前記送達カテーテルの前記遠位端が前記狭窄の遠位に配置され、前記ステントが前記送
達カテーテルの前記穴内に配置され、前記ステントの前記第2の端部が前記遠位端に隣接
するときに、前記送達カテーテルは近位に付勢されて、前記ステントの前記第2の端部を
露出させ、前記狭窄の遠位で前記血管内の前記第2の端部を膨張させる請求項242または24
3に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２４５】
　前記ステントの前記第2の端部が前記狭窄の前記遠位端上で前記血管の前記壁と係合し
ているときに、前記送達カテーテルおよび前記ステントは近位に付勢されて、前記ステン
トの前記第2の端部を前記狭窄の前記遠位端に隣接する前記血管の非罹患部分内に配置す
る請求項242から244のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２４６】
　前記ステントの前記第2の端部が前記狭窄の前記遠位端に隣接する前記血管の非罹患部
分内に正しく配置されたときに、前記送達カテーテルはさらに近位に付勢されて前記ステ
ントを露出させる請求項245に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２４７】
　近位端と遠位端との間に延在する細長位置決め部材は、前記送達カテーテルが近位に付
勢されているときに前記狭窄内で前記ステントを位置決めするために前記送達カテーテル
の前記穴内に配置される請求項242から246のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使
用。
【請求項２４８】
　前記ステントの前記位置は、必要ならば、前記位置決め部材によってさらに調整され、
前記狭窄内の前記ステントの位置決めが完了した後、前記位置決め部材は、前記ステント
から係合を外され、前記位置決め部材および前記送達カテーテルは、前記頭蓋内血管系か
ら引き出される請求項247に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２４９】
　前記ステントは、前記位置決め部材により前記送達カテーテルの前記穴を通して前記近
位端から前記遠位端に付勢され、前記第2の端部は前記第1の端部に先行する請求項247ま
たは248に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２５０】
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　前記位置決め部材の前記遠位端は、前記ステントを前記位置決め部材に解放可能に結合
するための解放可能結合手段内で終端する請求項247から249のいずれか一項に記載の膨張
可能ステントの使用。
【請求項２５１】
　前記ステントは、前記送達カテーテルの前記穴を通して付勢される前に前記結合手段に
よって前記位置決め部材に解放可能に結合される請求項250に記載の膨張可能ステントの
使用。
【請求項２５２】
　前記送達カテーテルは、ガイドワイヤ上で前記頭蓋内血管系内に付勢される請求項242
から251のいずれか一項に記載の膨張可能ステントの使用。
【請求項２５３】
　前記送達カテーテルは、前記大腿動脈、橈骨動脈、上腕動脈、および前記頸動脈のうち
の1つを通して前記頭蓋内血管系内に付勢される請求項242から252のいずれか一項に記載
の膨張可能ステントの使用。
【請求項２５４】
　人間または動物の被検体における頭蓋内アテローム性動脈硬化症を治療するための方法
であって、
　膨張可能ステントを提供するステップであって、前記ステントは、第1の端部、第2の端
部、中心部、および前記中心部を前記第1の端部および前記第2の端部のうちのそれぞれ1
つに接続する一対の遷移部とを備える、ステップと、
　折りたたまれた状態の前記ステントを送達システムの送達マイクロカテーテルの内腔の
近位端に装填するステップであって、前記送達マイクロカテーテルの遠位端は狭窄上に位
置決めされる、ステップと、
　折りたたまれた状態にある前記ステントを前記送達マイクロカテーテルの前記内腔に通
して前進させるステップと、
　折りたたまれた状態の前記ステントを前記マイクロカテーテル内に位置決めするステッ
プであって、それにより前記ステントの前記中心部が前記狭窄の前記穴内に配置される、
ステップとを含む方法。
【請求項２５５】
　前記マイクロカテーテルは、前記狭窄の遠位で前記ステントの前記第2の端部および前
記隣接する遷移部を露出させるために、前記狭窄を貫通する前記中心部で前記ステントを
保持しながら部分的に引き出される請求項254に記載の方法。
【請求項２５６】
　前記ステントの軸方向位置は、前記ステントの前記第1の端部および前記第2の端部のう
ちの1つに隣接する前記遷移部が前記狭窄の前記遠位端と係合するように前記マイクロカ
テーテルを軸方向に調整することによって調整される請求項254または255に記載の方法。
【請求項２５７】
　前記マイクロカテーテルは、前記ステント全体を露出するようにさらに部分的に引き出
される請求項254から256のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５８】
　前記ステントは、前記狭窄に足場を形成するために前記血管内で膨張させられる請求項
254から257のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５９】
　前記血管内の前記ステントの前記位置は、X線透視法によって確認される請求項254から
258のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６０】
　前記ステントは、前記送達システムから分離され、前記ステントは前記血管内に配置さ
れ、前記中心部は前記狭窄の前記穴を貫通し、前記第1の端部および前記第2の端部は前記
狭窄の前記近位端および前記遠位端のうちのそれぞれ1つに隣接する前記血管と係合する
請求項254から259のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項２６１】
　前記血管内の前記ステントの血管造影画像は、中の前記ステントの前記位置を確認する
ために撮像される請求項254から260のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６２】
　前記送達マイクロカテーテルは、前記被検体から取り出される請求項254から261のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項２６３】
　前記ステントの前記中心部は、砂時計の形状である請求項254から262のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項２６４】
　放射線不透過性マーカーが前記ステント内または前記ステント上に配置される請求項25
4から263のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６５】
　放射線不透過性マーカーは、前記第1の端部、前記第2の端部、および前記中心部のうち
の1つまたは複数に隣接する前記ステント内に、または前記ステント上に配置される請求
項264に記載の方法。
【請求項２６６】
　前記狭窄は、X線透視法を使用して視覚化され、前記狭窄の重要な特徴は、前記ステン
トを前記狭窄に送達する前に決定される請求項254から265のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６７】
　好適なステントの寸法は、前記狭窄の寸法から計算される請求項266に記載の方法。
【請求項２６８】
　砂時計の形状の前記中心部は、前記ステントが前記狭窄に送達されるときにその先行す
る部分である前記ステントの前記第1の端部および前記第2の端部のうちの一方に付けられ
る前記放射線不透過性マーカーが前記狭窄の遠位に、ただしそれに隣接して配置されるよ
うにX線透視法ガイダンスに従って前記折りたたまれた状態で位置決めされる請求項263か
ら267のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６９】
　前記ステントの砂時計の形状の前記中心部は、前記ステントの前記軸方向位置を維持し
ながら膨張する請求項263から268のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２７０】
　前記狭窄を貫通する前記穴は、遠位組織を乏血状態に灌流するために拡張される請求項
263から269のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２７１】
　人間または動物の被検体における頭蓋内アテローム性動脈硬化症を治療する方法であっ
て、
　アテローム性動脈硬化症罹患血管内の狭窄に足場を留置してアテローム性物質の移動を
制御するステップと、
　下流組織が乏血状態に維持されるように前記狭窄を貫通する前記穴を拡張するステップ
とを含む方法。
【請求項２７２】
　患者は、側副血管の発達を促進して前記乏血組織を支持する投薬を受ける請求項271に
記載の方法。
【請求項２７３】
　頭蓋内狭窄を有する人間または動物の被検体を治療する方法であって、
　前記狭窄の長さ、前記狭窄の穴の直径、および前記狭窄の遠位端および近位端に隣接す
る血管の直径を測定するステップと、
　前記狭窄の前記近位端および前記遠位端のうちの一方に隣接する前記血管の前記直径の
少なくとも50%である直径を有する中心部を有するステントを選択するステップと、
　前記ステントを前記血管内に留置するステップであって、前記中心部は前記狭窄を貫通
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する前記穴内に配置される、ステップと、
　前記ステントを膨張させるステップとを含む方法。
【請求項２７４】
　前記ステントは、約30日の期間内に前記狭窄の穴をリモデリングするように構成される
請求項273に記載の方法。
【請求項２７５】
　狭窄を含む血管から延在する隣接血管枝を有する前記狭窄を治療するときに二次梗塞を
予防するための方法であって、
　前記狭窄の下流の組織を過小灌流するように構成されているステントを提供するステッ
プと、
　前記ステントを前記狭窄に関して位置決めし、前記ステントを膨張させて前記狭窄を拡
張するステップとを含む二次梗塞を予防するための方法。
【請求項２７６】
　前記ステントは、前記狭窄の形状に形状適合するように構成される請求項275に記載の
方法。
【請求項２７７】
　前記狭窄に関する前記血管内の前記ステントの前記位置は、前記ステントを膨張させる
前に確認される請求項275または276に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、膨張可能ステントに関し、特に、限定はしないが、頭蓋内アテローム性動脈
硬化症(ICAD)を治療する際に使用するための膨張可能ステントに関する。ステントは、病
変雪かき(lesion snow-ploughing)を防ぐために機械的に制御されている間に、低酸素症
、虚血、および梗塞のリスクを緩和するのに十分な血流を回復させる方法を提供する。さ
らに、本発明のステントは、自然頭蓋内血管形成(natural intracranial angiogenesis)
を促進するため下流組織を乏血状態(oligemic state)に灌流するように構成される。
【０００２】
　本発明は、自然頭蓋内血管形成プロセスを促進するための方法にも関し、さらに、本発
明は、自然頭蓋内血管形成プロセスを促進するための方法における膨張可能ステントの使
用に関する。本発明は、頭蓋内アテローム性動脈硬化症(ICAD)を治療するための方法にも
関する。本発明は、頭蓋内アテローム性動脈硬化症の治療における膨張可能ステントの使
用にも関する。
【背景技術】
【０００３】
　頭蓋内アテローム性動脈硬化狭窄(ICAS)は、動脈内壁上のプラーク(アテローム)の蓄積
によって引き起こされる脳内の、これ以降血管と称される、動脈、静脈、内腔、または他
の血管の狭小化(狭窄)であり、これにより、脳への血流が減少する。これは、身体障害の
世界的な主要原因である、血栓塞栓または血行動態虚血性脳卒中をもたらし得る。
【０００４】
　頭蓋内アテローム性動脈硬化狭窄は、特定の民族間に高い有病率を有しており、この病
気はアジア人の間に特に広まっている(Lancet Neurol. 2013年11月、12(11):1106～1114
頁)。中国人患者集団内では、ICASを原因とする虚血性脳卒中の割合は、50%と高くなり得
る。
【０００５】
　アテローム性動脈硬化症の初期段階では、脂肪様物質が血管の壁に沿って集まる。次い
で、脂肪様物質は厚くなり、カルシウム沈着で硬化し、その結果、最初に血管が狭小化し
、最終的に、血管の閉塞が生じ、それによって、血管を通る血流が妨げられる。
【０００６】
　図1は、罹患頭蓋内動脈100の初期狭小化を例示している。動脈100は壁101を備える。狭
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窄102は、壁101上のプラークによって形成される。図1の狭窄102は、動脈100を完全には
塞いでいないが、むしろそれを貫通する穴103を有する。図1において、狭窄102は、約90%
である、すなわち、動脈の健全な口径の約90%が塞がれる。これは、ほぼ100倍の動脈の開
放断面領域の低減を表す。しかしながら、症状はより低いレベルの狭窄で生じる。プラー
クは、血管もしくは動脈を最終的に塞ぐか、または完全に閉塞し得るか、または遠位部塞
栓を繰り返し発生し得る粗面もしくは血栓を発症し得る。プラーク内出血/血腫、脂質に
富んだコア、薄い線維性被膜などの他のプラーク特性も、結果として、破裂して凝血塊を
生じ血管を塞いだり、または遠位部塞栓を繰り返し発生したりする傾向のあるプラークを
生じ得る。
【０００７】
　ICASの管理のための現在推奨されているアプローチは、血液をサラサラにする薬剤、コ
レステロール低下薬、および/または血圧調節薬などの薬物療法を使用することである。
しかしながら、薬物療法で治療されるICAS患者に対する虚血性脳卒中の割合は、2年で20%
と高くなり得る(Chimowitz Ml、Lynn MJ、Howlett-Smith Hら「Comparison of warfarin 
and aspirin for symptomatic intracranial arterial stenosis.」N Engl J Med 2005年
、31:1305-16)(Nahab F、Cotsonis G、Lynnet Mら「Prevalence and prognosis of coexi
stent asymptomatic intracranial stenosis.」Stroke 2008年、39:1039-41)。ICAS患者
が最適な薬物療法で治療されたにもかかわらず、2回目の脳卒中を発症した場合、ガイド
ラインでは、さらなるインターベンションを許している。現在、推奨されているインター
ベンションは、サルベージ療法として、狭窄にステントを留置すること、バルーン血管形
成を行って狭窄を開くこと、またはより一般的であるが両方の組合せである。ステント留
置は狭窄を広げる働きをし、それによって血管を通る血流を増大させる。ステントは、ま
た、より滑らかなプラーク表面を形成するための足場を提供し、遠位部塞栓の再発を防ぐ
こともできる。しかしながら、金属製のステントを使用すると、「雪かき」と呼ばれるプ
ロセスによって、以前には影響を受けていなかった隣接する血管内にプラークを押し込ん
でしまうリスクがあることを示している研究もある。脳内の動脈構造は、高度に枝分かれ
しており、既存のステントで認識されている問題点は、狭窄から動脈側枝、またはいわゆ
る「穿通枝」動脈内への物質の雪かきであり、それによって、それらを塞ぎ、これらの側
枝によって形成される領域内に卒中を引き起こすことである。このような理由から、ステ
ントおよび/またはバルーン血管形成の使用は、現在ではもっぱら、薬物療法が失敗した
後のフォローアップまたはサルベージ治療のためにとってあるのである。
【０００８】
　したがって、ICASの管理のための代替的アプローチを提供する必要がある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Lancet Neurol. 2013年11月、12(11):1106～1114頁
【非特許文献２】Chimowitz Ml、Lynn MJ、Howlett-Smith Hら「Comparison of warfarin
 and aspirin for symptomatic intracranial arterial stenosis.」N Engl J Med 2005
年、31:1305-16
【非特許文献３】Nahab F、Cotsonis G、Lynnet Mら「Prevalence and prognosis of coe
xistent asymptomatic intracranial stenosis.」Stroke 2008年、39:1039-41
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、膨張可能ステントを提供することを対象とし、本発明は、自然頭蓋内血管形
成プロセスを促進するための方法も対象とし、さらに本発明は、自然頭蓋内血管形成プロ
セスを促進するための方法で膨張可能ステントを使用することも対象とする。本発明は、
膨張可能ステントを収容する頭蓋内血管も対象とする。本発明は、頭蓋内アテローム性動
脈硬化症を治療するための方法、および頭蓋内アテローム性動脈硬化症の治療に膨張可能
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ステントを使用することも対象とする。さらに、本発明は、頭蓋内アテローム性動脈硬化
症を治療する際に使用する膨張可能ステント、および同時に、病変雪かきを防ぐために機
械的に制御されている間に、低酸素症、虚血、および梗塞を発症するリスクを緩和するの
に十分な血流を回復する方法においてステントを使用することも対象とする。本発明は、
ステント、乏血状態に下流組織を灌流し自然頭蓋内血管形成を促進するためのステントの
方法および使用も対象とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、頭蓋内血管内の狭窄にステント留置を行うための膨張可能ステントが
提供され、膨張状態におけるステントは、第1の穴が貫通する第1の端部と、第1の端部か
ら離間し、第2の穴が貫通する第2の端部と、第1の端部と第2の端部との間に延在し、中心
穴が貫通しており、第1の端部および第2の端部の第1の穴および第2の穴を互いに連通させ
る、中心部とを備えるように構成され、中心部は第1の端部および第2の端部の外部横断面
より小さい外部横断面を有し、第1の端部および第2の端部は、ステントの膨張状態におい
て狭窄のそれぞれの対向端上で血管の動脈壁と係合しステントを血管内に固定するように
構成され、中心部は、ステントの膨張状態において狭窄を貫通する穴を貫通し、径方向外
向き圧力で狭窄を形成する物質を圧迫して狭窄を通る穴のさらなる狭小化を少なくとも防
ぐように構成される。
【００１２】
　本発明は、また、狭窄を含む頭蓋内血管と、本発明による膨張可能ステントとを提供し
、膨張状態にある膨張可能ステントは、血管内に配置され、ステントの中心部は狭窄を貫
通する穴内に配置され、狭窄を形成する物質を圧迫し、ステントの第1の端部および第2の
端部は狭窄のそれぞれの対向端上で血管の壁と係合する。
【００１３】
　好ましくは、膨張状態にあるステントの第1の端部および第2の端部は、狭窄のそれぞれ
の対向端に隣接する血管の壁と係合する。
【００１４】
　それに加えて、本発明は、狭窄を中に有する血管を通して供給を受けている頭蓋内部位
に血液を供給する自然頭蓋内血管形成プロセスを促進するための方法を提供し、この方法
は、
　膨張可能ステントを提供することであって、膨張可能ステントは第1の穴が貫通する第1
の端部と、第1の端部から離間し、第2の穴が貫通する第2の端部と、第1の端部と第2の端
部との間に延在し、中心穴が貫通しており、第1の端部および第2の端部の第1の穴および
第2の穴を互いに連通させる、中心部とを備え、中心部は第1の端部および第2の端部の外
部横断面より小さい外部横断面を有する、提供することと、
　非膨張状態にある膨張可能ステントを狭窄内に留置することであって、ステントの中心
部は狭窄を貫通する穴を貫通し、第1の端部および第2の端部は狭窄の対向端上にある、留
置することと、
　ステントを膨張させることであって、膨張したステントの第1の端部および第2の端部は
狭窄のそれぞれの対向端上で血管の壁と係合してステントを血管内に固定し、膨張したス
テントの中心部は狭窄を形成する物質を径方向外向き圧力で圧迫し、少なくとも狭窄を貫
通する穴のさらなる狭小化を防いで、自然頭蓋内血管形成プロセスを促進する、膨張させ
ることとを含む。
【００１５】
　さらに、本発明は、狭窄を中に有する血管を通して供給を受けている部位に血液を供給
する自然頭蓋内血管形成プロセスを促進するための方法における膨張可能ステントの使用
を提供し、膨張可能ステントは、第1の穴が貫通する第1の端部と、第1の端部から離間し
、第2の穴が貫通する第2の端部と、第1の端部と第2の端部との間に延在し、中心穴が貫通
しており、第1の端部および第2の端部を互いに連通させる、中心部とを備え、中心部は第
1の端部および第2の端部の外部横断面より小さい外部横断面を有し、非膨張状態にある膨
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張可能ステントは、狭窄内に留置され、ステントの中心部は狭窄を貫通する穴を貫通し、
第1の端部および第2の端部は狭窄の対向端上にあり、ステントは膨張状態に膨張させられ
、膨張したステントの第1の端部および第2の端部は狭窄のそれぞれの対向端上で血管の壁
と係合してステントを血管内に固定し、膨張したステントの中心部は狭窄を形成する物質
を径方向外向き圧力で圧迫し、少なくとも狭窄を貫通する穴のさらなる狭小化を防いで、
自然頭蓋内血管形成プロセスを促進する。
【００１６】
　本発明の一態様において、中心部は、ステントの膨張状態において、狭窄の物質だけを
圧迫し、血管の壁を圧迫しないように構成される。
【００１７】
　本発明の別の態様において、第1の端部および第2の端部は、ステントの膨張状態におい
て、狭窄のそれぞれの対向端に隣接する血管の壁と係合するように構成される。
【００１８】
　本発明の別の態様において、ステントの膨張状態の第1の端部および第2の端部は、実質
的に円形の横断面を有する。
【００１９】
　本発明のさらなる態様において、ステントの膨張状態の第1の端部および第2の端部は、
実質的に円筒形の形状である。
【００２０】
　本発明の別の態様において、第1の端部および第2の端部は、ステントの膨張状態におい
て、血管の隣接する部分の形状に適応するように構成される。
【００２１】
　本発明の別の態様において、ステントの膨張状態の中心部は、実質的に円形の横断面を
有する。
【００２２】
　本発明のさらなる態様において、ステントの膨張状態の中心部は、実質的に円筒形の形
状である。
【００２３】
　本発明の別の態様において、ステントの膨張状態の中心部は、実質的に砂時計の形状で
ある。
【００２４】
　好ましくは、中心部は、ステントの膨張状態において、狭窄の少なくとも一部の形状に
適応するように構成される。
【００２５】
　本発明の一態様において、中心部は、ステントの膨張状態における事前定義された最大
横断面積まで膨張するように構成される。
【００２６】
　好ましくは、中心部の事前定義された最大横断面積は、中心部と血管の壁との接触を回
避するために、狭窄に隣接する血管の非罹患部分の横断面積より小さい。
【００２７】
　本発明の一態様において、ステントの膨張状態の第1の端部および第2の端部の外径は、
5mm以下である。
【００２８】
　好ましくは、ステントの膨張状態の第1の端部および第2の端部の外径は、2mmから5mmの
範囲内にある。
【００２９】
　有利には、ステントの膨張状態の第1の端部および第2の端部の外径は、2.5mmから4.5mm
の範囲内にある。
【００３０】
　本発明の一態様において、ステントの膨張状態の第1の端部および第2の端部は、狭窄に
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隣接する血管の非罹患部分の内径の100%から125%の範囲内の直径まで膨張するように構成
される。
【００３１】
　好ましくは、ステントの膨張状態の第1の端部および第2の端部は、狭窄に隣接する血管
の非罹患部分の内径の100%から110%の範囲内の直径まで膨張するように構成される。
【００３２】
　本発明の別の態様において、非膨張状態のステントの最大外径は、0.6mm以下であり、
好ましくは0.5mm以下であり、有利には0.4mm以下である。
【００３３】
　好ましくは、非膨張状態のステントの最大外径は、0.3mm以下である。
【００３４】
　本発明の一態様において、ステントの膨張状態の中心部の外径は、第1の端部および第2
の端部の外径の25%から70%の範囲内にある。
【００３５】
　好ましくは、ステントの膨張状態の中心部の外径は、第1の端部および第2の端部の外径
の40%から75%の範囲内にある。
【００３６】
　有利には、ステントの膨張状態の中心部の外径は、第1の端部および第2の端部の外径の
約50%の範囲内にある。
【００３７】
　本発明の一態様において、ステントの膨張状態の第1の端部および第2の端部の外径は、
実質的に互いに等しい。
【００３８】
　本発明の別の態様において、ステントの膨張状態の中心部の内径は、第1の端部および
第2の端部の内径の25%から70%の範囲内にある。
【００３９】
　好ましくは、ステントの膨張状態の中心部の内径は、第1の端部および第2の端部の内径
の40%から75%の範囲内にある。
【００４０】
　有利には、ステントの膨張状態の中心部の内径は、第1の端部および第2の端部の内径の
約50%の範囲内にある。
【００４１】
　本発明の一態様において、ステントの膨張状態の第1の端部および第2の端部の内径は、
実質的に互いに等しい。
【００４２】
　本発明の別の態様において、ステントの壁厚さは、0.02mmから0.15mmの範囲内にある。
【００４３】
　好ましくは、ステントの壁厚さは、0.05mmから0.1mmの範囲内にある。
【００４４】
　本発明の一態様において、ステントの膨張状態の中心部は、第1の端部および第2の端部
によって血管の壁に印加される径方向外向き圧力より大きい径方向外向き圧力を、狭窄を
形成する物質に印加するように構成される。
【００４５】
　本発明の別の態様において、ステントの膨張状態の中心部によって印加される径方向外
向き圧力は、狭窄を形成する物質の押しつぶしを最小限度に抑え、それにより狭窄を形成
する物質を血管の壁に沿って縦方向に付勢するのを最小限度に抑えるような圧力である。
【００４６】
　本発明のさらなる態様において、ステントの膨張状態の第1の端部および第2の端部は、
狭窄を形成する物質が第1の端部および第2の端部のうちの対応する1つと血管の壁との間
で付勢されるのを防ぐのに十分な圧力で血管の壁を圧迫するように構成される。
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【００４７】
　本発明の別の態様において、ステントの膨張状態の中心部は、狭窄を形成する物質を径
方向外向き圧力で圧迫し、狭窄を貫通する穴の直径を狭窄に隣接する血管の非罹患部分の
少なくとも25%の直径まで増大させるように構成される。
【００４８】
　好ましくは、ステントの膨張状態の中心部は、狭窄を形成する物質を径方向外向き圧力
で圧迫し、狭窄を貫通する穴の直径を狭窄に隣接する血管の非罹患部分の少なくとも30%
の直径まで増大させるように構成される。
【００４９】
　有利には、ステントの膨張状態の中心部は、狭窄を形成する物質を径方向外向き圧力で
圧迫し、狭窄を貫通する穴の直径を狭窄に隣接する血管の非罹患部分の少なくとも40%の
直径まで増大させるように構成される。
【００５０】
　好ましくは、ステントの膨張状態の中心部は、狭窄を形成する物質を径方向外向き圧力
で圧迫し、狭窄を貫通する穴の直径を狭窄に隣接する血管の非罹患部分の少なくとも50%
の直径まで増大させるように構成され、狭窄を貫通する穴の直径を狭窄に隣接する血管の
非罹患部分の少なくとも70%およびさらには80%まで増大させ得る。
【００５１】
　有利には、ステントの膨張状態の中心部は、狭窄を形成する物質を径方向外向き圧力で
圧迫し、狭窄を貫通する穴の直径を狭窄に隣接する血管の非罹患部分の60%のオーダーの
直径まで増大させるように構成される。
【００５２】
　本発明の一態様において、中心部は、それぞれの遷移部内の対向端で終端し、中心部は
、遷移部を通して第1の端部および第2の端部に接続され、連通する。
【００５３】
　本発明の別の態様において、ステントの膨張状態の遷移部のうちの少なくとも1つは、
中心部、ならびに第1の端部および第2の端部のうちの対応する1つに実質的に垂直に延在
する。
【００５４】
　本発明の別の態様において、ステントの膨張状態の2つの遷移部は、中心部、ならびに
第1の端部および第2の端部のうちの対応する1つに実質的に垂直に延在する。
【００５５】
　本発明のさらなる態様において、ステントの膨張状態の遷移部のうちの少なくとも1つ
は、円錐台形の形状である。
【００５６】
　好ましくは、ステントの膨張状態の2つの遷移部は、円錐台形の形状である。
【００５７】
　本発明の一態様において、ステントの膨張状態の各遷移部の円錐台部は、30°から160
°の範囲内の円錐角を画成する。
【００５８】
　好ましくは、ステントの膨張状態の各遷移部の円錐台部は、30°から110°の範囲内の
円錐角を画成する。
【００５９】
　有利には、ステントの膨張状態の各遷移部の円錐台部は、60°から110°の範囲内の円
錐角を画成する。
【００６０】
　本発明の一態様において、ステントの膨張状態の遷移部は、それぞれの対向端に隣接す
る狭窄を形成する物質と係合するように構成される。
【００６１】
　好ましくは、第1の端部および第2の端部ならびに中心部は、中に隙間を画成するかごに
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似た構造物、編組構造物、および穿孔構造物のうちの1つである。
【００６２】
　本発明の別の態様において、ステントの膨張状態の中心部内の隙間は、第1の端部およ
び第2の端部内の隙間より面積が小さい。
【００６３】
　好ましくは、ステントの膨張状態の中心部内の隙間は、狭窄を形成する物質が中を通過
するのを最小限度に抑えること、および防ぐことのうちの一方を行う上で十分に小さい面
積を有する。有利には、ステントの膨張状態の遷移部内の隙間は、第1の端部および第2の
端部内の隙間の面積より小さい面積を有する。
【００６４】
　本発明の別の態様において、ステントの膨張状態の遷移部内の隙間は、狭窄を形成する
物質が中を通過するのを最小限度に抑えること、および防ぐことのうちの一方を行う上で
十分に小さい面積を有する。
【００６５】
　本発明の一実施形態において、ステントの中心部は縦方向に延在する主中心軸を画成し
、第1の端部は縦方向に延在する第1の中心軸を画成し、第2の端部は縦方向に延在する第2
の中心軸を画成する。
【００６６】
　本発明の別の実施形態において、主中心軸、第1の中心軸、および第2の中心軸は互いに
一致する。
【００６７】
　本発明の別の態様において、主中心軸は、第1および第2の中心軸からオフセットされる
。
【００６８】
　本発明のさらなる態様において、第1および第2の中心軸は、互いに一致する。
【００６９】
　本発明の別の態様において、主中心軸は、第1および第2の中心軸に平行に延在する。
【００７０】
　本発明のさらなる態様において、主中心軸は、第1および第2の中心軸に対して0°より
大きい角度で延在する。
【００７１】
　本発明の一態様において、ステントは、人間または動物の被検体の血液温度で膨張する
ように構成される。
【００７２】
　本発明の別の態様において、生体適合性フィルムがステントの表面上に設けられる。
【００７３】
　本発明のさらなる態様において、生体適合性フィルムは、アテローム性プラークのさら
なる増殖を防ぐために医薬品とともに埋め込まれる。
【００７４】
　本発明の別の態様において、ステントは、ステントの血栓形成の可能性を低減する医薬
品および血管形成を促進する物質を分子レベルで埋め込まれるか、またはコーティングさ
れる。
【００７５】
　本発明の一態様において、ステントは、治療活性物質をコーティングされる。好ましく
は、治療活性物質は、血管形成促進物質を含む。
【００７６】
　有利には、血管形成促進物質は、メタクリル酸-エコイソデシルアクリレート(ecoisode
cyl acrylate)(MAA-co-IDA、40% MAA)を含む。
【００７７】
　本発明の別の態様において、ステントは、ステントの結果として生じる内皮剪断応力を
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最小にするように構成される。
【００７８】
　好ましくは、ステントは、ステントの結果として生じる内皮剪断応力が250Pa以下とな
るように構成される。
【００７９】
　本発明の一態様において、ステントは、生体適合性物質を含む。
【００８０】
　本発明の別の態様において、ステントは、生体適合性生体分解性物質を含む。
【００８１】
　本発明のさらなる態様において、ステントは、ポリマー物質を含む。
【００８２】
　本発明の別の態様において、ステントは、自己膨張物質を含む。
【００８３】
　本発明のさらなる態様において、ステントは、形状記憶物質を含む。
【００８４】
　本発明の別の態様において、ステントは、ニッケル、チタン、コバルト、ステンレス鋼
のうちの1つまたは複数から選択された合金を含む。
【００８５】
　本発明のさらなる態様において、ステントは、非自己膨張物質を含む。
【００８６】
　本発明の一態様において、ステントの膨張状態の第1の端部および第2の端部は、狭窄の
それぞれの対向端に隣接する血管の壁と係合する。
【００８７】
　本発明の別の態様において、ステントの膨張状態の第1の端部および第2の端部は、実質
的に円形の横断面を有する。
【００８８】
　本発明のさらなる態様において、ステントの膨張状態の第1の端部および第2の端部は、
実質的に円筒形の形状である。
【００８９】
　本発明の別の態様において、ステントの膨張状態の第1の端部および第2の端部は、血管
の隣接する部分の形状に適応する。
【００９０】
　本発明の一態様において、ステントは、狭窄を貫通する穴の直径を、狭窄を通って流れ
る血流の流量を狭窄がない場合の血管を通る正常な血流量の25%から80%の範囲内に収まる
ように中心部が増大させる程度まで膨張させられる。
【００９１】
　本発明の別の態様において、ステントは、狭窄を貫通する穴の直径を、狭窄を通って流
れる血流の流量を狭窄がない場合の血管を通る正常な血流量の30%から70%の範囲内に収ま
るように中心部が増大させる程度まで膨張させられる。
【００９２】
　本発明のさらなる態様において、ステントは、狭窄を貫通する穴の直径を、狭窄を通っ
て流れる血流の流量を狭窄がない場合の血管を通る正常な血流量の40%から60%の範囲内に
収まるように中心部が増大させる程度まで膨張させられる。
【００９３】
　好ましくは、ステントは、狭窄を貫通する穴の直径を、狭窄を通って流れる血流の流量
を狭窄がない場合の血管を通る正常な血流量の約50%の範囲内に収まるように中心部が増
大させる程度まで膨張させられる。
【００９４】
　さらに、本発明は、被検体の頭蓋内アテローム性動脈硬化症を治療する方法を提供し、
この方法はアテローム性動脈硬化物質の移動を制御するために病変に足場を形成するステ
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ップと、下流組織が乏血状態に維持されるように病変の穴を拡張するステップとを含み、
好ましくは、この方法は、側副血管の発達を促進して前記乏血組織を支持するために患者
に投薬することを含む。
【００９５】
　さらに、本発明は、頭蓋内狭窄を有する患者を治療するための方法を提供し、この方法
は狭窄の長さを測定し、狭窄を貫通する穴の直径を測定し、狭窄の遠位端および近位端に
隣接する血管の直径を測定するステップと、狭窄の近位端および遠位端のうちの一方に隣
接する血管の直径の少なくとも50%である直径を有する中心部を備えるステントを選択し
、血管内にステントを留置するステップであって、ステントの中心部が狭窄の穴を貫通す
る、ステップと、狭窄をリモデリングして、狭窄を貫通する穴の直径を、好ましくは狭窄
の近位端に隣接する血管の直径の少なくとも50%まで増大させるようにステントを構成す
るステップとを含む。好ましくは、ステントは、ステントを血管内に留置してから30日以
内に狭窄をリモデリングするように構成される。
【００９６】
　本発明は、血管枝が狭窄に隣接している被検体の血管内の狭窄を治療するときに二次梗
塞を防止するための方法も提供し、この方法は下流組織を過小灌流するように構成されて
いるステントを設け、狭窄に関してステントを位置決めし、狭窄に形状適合するようにス
テントを砂時計の形に膨張させることと、ステントを埋め込む前に前記血管枝の保存を確
認することとを含む。
【００９７】
　さらに、本発明は、人間または動物被検体を治療して、頭蓋内血管系の血管を通る十分
な血流を回復して低酸素症、虚血、および梗塞のうちの1つまたは複数のリスクを緩和す
るための方法を提供し、この方法は、本発明による膨張可能ステントが提供された場合に
、折りたたまれた状態(collapsed state)の膨張可能ステントを送達マイクロカテーテル
を貫通する内腔の近位端内に装填することであって、送達マイクロカテーテルの遠位端は
狭窄上に位置決めされる(positioned across)、装填することと、折りたたまれた状態に
あるステントを送達マイクロカテーテルの内腔に通して前進させることと、折りたたまれ
た状態にあるステントをその遠位端に隣接する送達マイクロカテーテルの内腔内に位置決
めし、それにより、折りたたまれた状態にあるステントの中心部が狭窄の穴内に配置され
るようにすることとを、含む。好ましくは、この方法は、ステントの第2の端部を露出さ
せるために狭窄の穴内に配置されている中心部とともにステントを保持しながら送達マイ
クロカテーテルを引き抜くことをさらに含む。好ましくは、送達マイクロカテーテルの軸
方向位置は、ステントの第1の端部および第2の端部のうちの一方が狭窄の遠位端に隣接す
る血管内に配置されるようにステントの軸方向位置に沿って調整される。
【００９８】
　好ましくは、この方法は、送達マイクロカテーテルをさらに引き出してステント全体を
露出させることをさらに含む。
【００９９】
　好ましくは、この方法は、ステントを膨張させて狭窄に足場を形成することをさらに含
む。
【０１００】
　本発明の一態様において、この方法は、ステントの位置をX線透視法によって確認する
ことを含む。
【０１０１】
　好ましくは、この方法は、ステントを送達システムの送達マイクロカテーテルまたは他
の要素から分離することを含む。
【０１０２】
　本発明の別の実施形態において、この方法は、狭窄内のステントの血管造影画像を取り
込んでステントの位置を確認することを含む。
【０１０３】
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　本発明の別の態様において、この方法は、送達カテーテルを被検体から取り出すことを
さらに含む。
【０１０４】
　本発明の別の態様において、この方法は、膨張可能ステントに砂時計の形状の中心部を
付けることを含む。
【０１０５】
　本発明のさらなる態様において、膨張可能ステントは放射線不透過性マーカーを備え、
好ましくは、放射線不透過性マーカーは、ステントの第1の端部および第2の端部のうちの
一方または両方に配置される。
【０１０６】
　本発明の別の態様において、放射線不透過性マーカーは、最小直径の砂時計の形状の中
心部の部分に隣接して配置される。
【０１０７】
　本発明の別の態様において、この方法は、治療前に、X線透視法を使用して狭窄を視覚
化し、狭窄の鍵となる特徴部の寸法を決めることを含む。
【０１０８】
　好ましくは、この方法は、狭窄に対する砂時計の形状のステントの中心部の最も適して
いる形状の寸法を計算することを含む。
【０１０９】
　本発明の別の態様において、この方法は、折りたたまれた状態のステントをX線透視法
ガイダンスに従って位置決めし、砂時計の形状のステントの中心部が狭窄内に配置される
ようにすることを含む。
【０１１０】
　好ましくは、ステントは、狭窄を貫通する穴を拡張し遠位組織を灌流して乏血状態にす
るために砂時計の形状の中心部が狭窄内に配置されている状態で膨張させられる。
【０１１１】
　好ましくは、遷移部は、起伏のあるチューブ状本体部内に構成される。
【０１１２】
　有利には、第1の端部および第2の端部、遷移部、および中心部は、モノリス構造に構成
される。
【０１１３】
　本発明の一実施形態において、狭窄を通る穴の横断面積は3080%増大するが、狭窄に隣
接する血管の拡張は18%未満である。
【０１１４】
　本発明の別の実施形態において、狭窄を通る穴の横断面積は2000%増大するが、狭窄に
隣接する血管の拡張は14%未満である。
【０１１５】
　本発明の別の実施形態において、狭窄を通る穴の横断面積は1000%増大するが、狭窄に
隣接する血管の拡張は16%未満である。
【０１１６】
　本発明の別の実施形態において、狭窄を通る穴の横断面積は3000%増大するが、狭窄に
隣接する血管の拡張は12%未満である。
【０１１７】
　好ましくは、狭窄を通る穴の横断面積は1000%から3000%の範囲内で増大するが、狭窄に
隣接する血管の拡張は10%から18%の範囲内である。
【０１１８】
　本発明の利点は多数ある。本質的に、頭蓋内血管枝系内の血管内の狭窄に配置されたと
きの本発明による膨張可能ステントは、部分的に閉塞している血管を完全に正常な状態に
完全に回復することも、元の内径に戻すことも意図されず、むしろ、血管を通る血流を部
分的に制限されているレベルに維持するか、または血管を通る血流の流量を狭窄の形成前
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のその血管を通る正常な流量の25%から80%の範囲内のどれかの流量まで増大させ、好まし
くは血流の流量を狭窄の形成前の血管を通る正常な流量の約50%に増大させることを意図
されている。これは、頭蓋内血管系内の自然頭蓋内血管形成を進行させることができる十
分な時間的余裕を与え、これにより、側副血管が成長し、罹患血管を通して血液を供給さ
れる1つまたは複数の部位が罹患血管による供給を受ける部位に供給するか、またはまだ
供給し得ない1つまたは複数の代替的血管を通して供給を受けることを可能にする。した
がって、自然頭蓋内血管形成プロセスの完了後に、罹患血管による供給を受けている部位
は、自然頭蓋内血管形成プロセスの結果として新しく成長する側副血管からの血液供給を
完全に供給される。
【０１１９】
　本発明によるステントは、また、患者に対して著しいリスクを抱えている脳動脈病変を
治療するように構成される。これらの病変は、高いレベルの制限(狭窄)を有し、これらの
病変を流れる高速度の血液の剪断力は、患者を脳卒中の高いリスクに曝す。それと同時に
、人間被検体の頭蓋内血管は、身体の他の部分と比べて細く、したがって、心臓または腎
臓または別の臓器における類似のサイズの血管より脆い。これらの血管内における強引な
ステント留置は、薬物療法より劣っていることが示されている。一実施形態において、本
発明は、これらの患者を治療するための全く新しい戦略を提供する。これらの頭蓋内狭窄
を本発明のデバイスにより部分的に拡張する方法は、下流組織を低酸素状態にしないこと
、またそれと同時に血管床内の乏血状態を温存することを確実にする十分な血流を回復す
る効果を有する。頭蓋内血管床における乏血状態は、血管形成プロセスにおいて脳内の側
副血管(新血管)の発達を促進し、この治療戦略は、時間の経過とともに脳がそれ自体の血
液循環冗長性を発展させることを可能にする。これは、狭窄が患者にもたらすリスクを低
減する効果を有する。元の病変の部位における急性閉塞であっても、側副血管が発達した
状況においては患者に著しい害を及ぼし得ない。
【０１２０】
　本発明の膨張可能ステントの別の態様は、制限(狭窄)の本体を構成するアテローム性動
脈硬化物質を管理する仕方である。従来のステント留置術では、この物質は強引に移動さ
れ、これは天然動脈が膨張して順応することを引き起こす。本発明の膨張可能ステントは
、このような強引な処置を回避し、アテローム性動脈硬化物質を非常に小さなレベルで移
動する。
【０１２１】
　したがって、本発明による膨張可能ステントは、一般的には、罹患血管を通る血流を増
大させるために使用され、罹患血管を通る正常な血流を回復するために使用されないが、
それは狭窄を貫通する穴の直径を大きくして罹患血管を通る正常な血流を回復する結果、
一般に、狭窄を形成する物質が押しつぶされ、血管壁に沿って縦方向に広がることになる
からである。頭蓋内血管系内に多数の血管枝があり、主血管または動脈から延在する血管
枝が近いので、この結果、狭窄を形成する物質が狭窄に隣接する1つまたは複数の血管枝
を通り過ぎて広がり、それによって血管枝を塞ぐことになる。ステントを超える狭窄を形
成する物質が押しつぶされ拡散することを「雪かき」と一般的に称される。本発明による
膨張可能ステントおよびその使用により、同時に自然頭蓋内血管形成プロセスを、それが
完了し、新しいまたは側副血管が成長して罹患血管による供給を受ける1つまたは複数の
部位に代替的血液供給を行うまで、促進し、支持するのに十分な状態に罹患血管または動
脈を通る血流を維持しながら雪かき、したがって、狭窄に隣接する血管枝または動脈を塞
ぐ危険性を回避する。
【０１２２】
　本発明のさらなる利点は、狭窄を通る穴を部分的にだけ開くことによって頭蓋内過灌流
損傷のリスクが低減され、一般的には、回避されることである。頭蓋内過灌流損傷は、正
常な灌流圧力の急速な回復の結果として生じる可能性があり、潜在的に、頭蓋内出血を引
き起こし得る。頭蓋内血流の増大の設定において、頭蓋内過灌流は頭蓋内血管系の調節不
全および高血圧症も伴うことがある。
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【０１２３】
　したがって、本発明の利点は多数ある。最初に、膨張可能ステントは、そうしなければ
隣接血管枝または狭窄に隣接する血管枝を塞ぐことになるであろう狭窄を形成する物質の
雪かきを回避する。神経血管循環では、これらの血管枝のうちのいくつかは、これらが脳
の襞内に収まっている血管から(中頭蓋内動脈から)出て、脳の頭蓋内組織を穿孔して貫く
ので穿通枝と呼ばれる。これは、これらの穿通枝血管のうちのいくつかが発話などの非常
に高レベルの機能に関連付けられており、したがって、これらの小血管のうちの1つが閉
塞しても患者に破滅的な結果をもたらし得る場合がある。本発明の膨張可能ステントは、
血流を乏血レベルに戻している間にこれらの穿通枝血管を雪かきによって閉塞されないよ
うに保護する構成を取る。膨張可能ステントは、同時に狭窄を形成する物質の雪かきを回
避しながら、狭窄を貫通する穴の直径を維持するか、または罹患血管を通る血流が正常の
30%を超える、好ましくは正常の約50%の値に維持される程度まで増大させ、それによって
、自然頭蓋内血管形成プロセスを進行させることができる。本発明による膨張可能ステン
トは、少なくとも自然頭蓋内血管形成プロセスが完了し、新しい血管または側副血管が成
長して元々罹患血管または動脈による供給を受けていた部位に供給するまで血液の流れを
十分な流量に維持する。血流は正常な血流量の50%の値に維持されるという事実があるた
め、頭蓋内過灌流は回避され、脳卒中のリスクも低くなる。いくつかの場合において、膨
張可能ステントは、血液の流量を正常の70%まで、いくつかの限定された場合において、
正常の80%まで増大させるように構成され得る。
【０１２４】
　本発明およびその多くの利点は、添付図面のみを参照して例としてのみ与えられるいく
つかの好ましい実施形態の次の説明からより明確に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０１２５】
【図１】罹患頭蓋内動脈の断面側面図である。
【図２】図1の罹患動脈内の狭窄を通る血流を維持する際に使用するための本発明による
膨張可能ステントの側面図である。
【図３】図2のステントの端面図である。
【図４】図2のステントの断面側面図である。
【図５】非膨張状態の図2のステントの断面側面図である。
【図６】図1の動脈において使用している図2のステントの断面側面図である。
【図７】図2のステントを罹患動脈の狭窄内に送達するための送達システムの断面側面図
である。
【図８】図2のステントが罹患動脈の狭窄内に位置決めされていることを例示している図7
の動脈の一部分の断面側面図である。
【図９】図2のステントを罹患動脈内に留置することをさらに例示する図8に類似する図で
ある。
【図１０】本発明の別の実施形態による膨張可能ステントの側面図である。
【図１１】本発明の別の実施形態によるステントの断面側面図である。
【図１２】罹患動脈内の狭窄において例示されている本発明のさらなる実施形態によるス
テントの断面側面図である。
【図１３】動脈内の狭窄内に留置されることを例示されている本発明のさらなる実施形態
によるステントの断面側面図である。
【図１４ａ】本発明の別の実施形態によるステントの側面図である。
【図１４ｂ】本発明の別の実施形態によるステントの断面側面図である。
【図１４ｃ】本発明の別の実施形態によるステントの端面図である。
【図１５ａ】本発明の別の実施形態によるステントの側面図である。
【図１５ｂ】本発明の別の実施形態によるステントの断面側面図である。
【図１５ｃ】本発明の別の実施形態によるステントの端面図である。
【図１６ａ】本発明の別の実施形態によるステントの側面図である。
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【図１６ｂ】本発明の別の実施形態によるステントの断面側面図である。
【図１６ｃ】本発明の別の実施形態によるステントの端面図である。
【図１７ａ】本発明の別の実施形態によるステントの側面図である。
【図１７ｂ】本発明の別の実施形態によるステントの断面側面図である。
【図１７ｃ】本発明の別の実施形態によるステントの端面図である。
【図１８】本発明の別の実施形態によるステントの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０１２６】
　図面を参照するが、最初に図2から図6を参照すると、一般的に参照番号1によって示さ
れる本発明による膨張可能ステントが例示されている。ステント1は、図5に例示している
非膨張状態から図2、図3、図4、および図6に例示されている膨張状態まで膨張可能である
。ステント1は、ステントを付勢して、以下で説明されるような、送達マイクロカテーテ
ル内の頭蓋内血管系(図示せず)に通して、狭窄、たとえば、頭蓋内動脈内の、たとえば、
頭蓋内血管系(図示せず)の罹患頭蓋内動脈100内の、狭窄102に送るのに適している非膨張
状態の寸法のものである。膨張状態では、ステント1の寸法は、ステント1が狭窄102内で
膨張し、狭窄102を通る穴103の開いた状態を維持し、および/または狭窄102を通る穴103
の横断面積を増大させ、狭窄102を通る血流の量を維持し、および/または増大させるよう
な寸法である。狭窄102を通る血流の量を維持するか、または増大させることで、下流組
織、すなわち、動脈100を通じて血液を供給される組織を、下流組織を乏血状態に維持し
ながら、低酸素症、虚血、および/または梗塞から保護する、したがって、これは、自然
頭蓋内血管形成プロセスを促進し、自然頭蓋内血管形成プロセスが完了することを可能に
し、それによって、新側副血管が成長して、罹患動脈100を通して供給を受けている下流
組織に供給を行う。膨張状態および非膨張状態におけるステント1の寸法は、以下でより
詳しく説明される。
【０１２７】
　膨張状態のステント1は、第1の端部3および第2の端部4を備え、これらは両方とも円形
横断面を有し、また同じ外径および内径を有する。これもまた円形の横断面を有する中心
部は第1の端部3と第2の端部4との間に延在し、中心部5を第1の端部3および第2の端部4の
うちの対応する端部に接続するそれぞれの遷移部7における対向端で終端する。本発明の
この実施形態において、ステント1が膨張状態にあるときに、遷移部7は中心部5から実質
的に垂直に、また第1の端部3および第2の端部4のうちの対応する端部から垂直に延在する
。しかしながら、図11から図13を参照しつつ以下で説明されているように、遷移部7は、
たとえば、中心部5から第1の端部3および第2の端部4へ横断面積を徐々に増大させる円錐
台であってよく、実際、本発明の他の実施形態では、図11から図13を参照しつつ説明され
ているステントなどのステントは、ステント1より好ましい場合がある。
【０１２８】
　第1の端部3および第2の端部4は、それぞれ、貫通する第1の穴12および第2の穴13を有す
る、膨張可能な第1の壁10および第2の壁11によって形成される。中心部5は、貫通してい
る穴16を有し、第1の端部3および第2の端部4をそれぞれ連通する第1の穴12および第2の穴
13を有する膨張可能な中心壁15を備える。本発明のこの実施形態において、ステント1の
膨張状態において、第1の壁10、第2の壁、11、および中心壁15は、それぞれ、円筒形であ
る。本発明のこの実施形態では、遷移部7はそれぞれの遷移壁17によって形成され、これ
らは膨張可能であり、ステント1の膨張状態において、遷移壁17が中心壁15から、また第1
の壁10および第2の壁11から垂直に延在するように外向きに膨張する。中心部5の中心壁15
は、縦方向に延在する主中心軸18を画成し、第1の端部3および第2の端部4の第1の壁10お
よび第2の壁11はそれぞれの縦方向に延在する第1の中心軸21および第2の中心軸22をそれ
ぞれ画成する。本発明のこの実施形態において、第1の端部3および第2の端部4は互いに軸
方向に整列され、中心部5は第1の端部3および第2の端部4と軸方向に整列される。したが
って、本発明のこの実施形態において、第1の中心軸21および第2の中心軸22ならびに主中
心軸18は互いに一致する。
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【０１２９】
　第1の壁10および第2の壁11ならびに中心壁15は必ずしも円筒形である必要はないことが
企図されており、実際、当業者によってそう理解されるであろう。たとえば、ステント1
の膨張状態において、中心壁15は、遷移壁17の中間にある中心点から外向きに遷移壁17の
方へ逸れる、言い換えると、中心壁15は、「砂時計」の形状であるものとしてよくて、そ
れによって、遷移壁17に隣接する中心壁15の直径は、遷移壁17の間の中間にある中心点の
ところで中心壁15の直径より大きくなり、この場合、円筒形の壁15の逸れる部分の直径は
、中心壁15の中心点から遷移壁17の方へ徐々に増大することになる。実際、ステント1が
原位置で膨張したときに、狭窄102を貫通する穴103の形状に応じて、中心壁15は狭窄102
を貫通する穴103の外形に対応する形状を取り得ることが企図される。
【０１３０】
　第1の端部3および第2の端部4の第1の壁10および第2の壁11は円筒形以外の形状であって
もよいことも企図され、本発明のいくつかの実施形態において、ステント1の膨張状態の
第1の壁10および第2の壁11は、第1の壁10および第2の壁11が遷移壁17から縦方向に合流す
る形状を取り得るか、対応する遷移壁17と端壁10および11の対応する自由端19との間の中
間にある中点から対応する遷移壁17および対応する自由端19の方へ合流し得ることが企図
される。実際、原位置にあるときに、第1の端部3および第2の端部4の第1の壁10および第2
の壁11は、それぞれ、狭窄102の、それぞれ近位端105および遠位端107に隣接する動脈の
、それぞれの近位非罹患部分104および遠位非罹患部分106の縦方向外形に対応する形状を
取るものとしてよいことが企図される。
【０１３１】
　言うまでもないが、中心部5の中心壁15ならびに第1の端部3および第2の端部4の第1の壁
10および第2の壁11は、ステント1の膨張状態の任意の好適な形状を取るものとしてよく、
またステント1が動脈100内の原位置に配置されたときに、たとえば、第1の端壁10および
第2の端壁11ならびに中心壁15の外表面は凹状もしくは凸状であり得る。
【０１３２】
　本発明のいくつかの実施形態において、第1の端部および第2の端部は互いに軸方向に整
列され得ず、さらに、中心部5は第1の端部3および第2の端部4と軸方向に整列され得ない
ことも理解されるであろう。この場合、中心部5ならびに第1の端部3および第2の端部4の
それらの部分の中心軸18、21、および22のみが一致する。たとえば、第1の端部3および第
2の端部4が軸方向に整列されている場合、第1の中心軸21および第2の中心軸22は互いに一
致し、中心部5が第1の端部3および第2の端部4と軸方向に整列されていない場合、中心部5
の主中心軸18は、第1の端部3および第2の端部4の第1の中心軸21および第2の中心軸22から
オフセットされる。一般に、そのような場合、主中心軸18は、第1の端部3および第2の端
部4の第1の中心軸21および第2の中心軸22に平行に延在することになる。しかし、いくつ
かの場合において、中心部5の主中心軸18は、第1の端部3および第2の端部4の第1の中心軸
21および第2の中心軸22に対してある角度で延在し得ることが企図される。実際、使用時
に、狭窄102を貫通する穴103の形状および角度に応じて、中心部5は、第1の端部3および
第2の端部4に対してある角度で延在する配向を取り得る。この場合、第1の端部3および第
2の端部4の第1の中心軸および第2の中心軸が軸方向に整列され得ないが、互いからオフセ
ットされ、中心部5の主中心軸18は第1の端部3および第2の端部4の第1の中心軸21および第
2の中心軸22に対してある角度で延在することが企図される。それに加えて、狭窄102が湾
曲したまたは角度を付けられた動脈内に位置している場合、第1の端部3および第2の端部4
の第1の中心軸21および第2の中心軸22は互いにある角度で延在し、また中心部5の主中心
軸18に対してそれぞれの異なる角度で延在し得る。
【０１３３】
　膨張状態のステント1の寸法は、一般に、狭窄102の直径、および狭窄102の長さに基づ
き、また狭窄102に隣接する動脈200の非罹患部分の直径にも基づき、選択される。一般に
、ステント1は、第1の端部3、第2の端部4、および中心部5、さらには異なる直径の動脈も
しくは血管および異なる長さの狭窄を受け入れるための異なる直径および長さの範囲内の
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、異なる直径の中を貫通する穴を有する、遷移部7を備える。特定の動脈または血管内の
特定の狭窄のためのステントの選択は、一般に、2ステッププロセスとなる。最初に、外
科医、インターベンショニスト、または他の外科もしくは医療要員が、狭窄の長さ、およ
び狭窄を貫通する穴の直径、さらには狭窄のそれぞれの対向端に隣接する動脈の非罹患部
分104および106の直径を測定する。次いで、好適な寸法の本発明によるステント1が選択
される。好適な寸法のステント1がない場合、好適な寸法の本発明によるステント1は製造
されることになる。
【０１３４】
　本発明のこの実施形態において、狭窄102は、動脈100の動脈壁101上のプラークによっ
て形成される。狭窄102を貫通する穴103の直径は約0.6mmである。狭窄102の長さLは約5mm
である。狭窄102の、それぞれ、それぞれの近位端105および遠位端107に隣接する動脈100
の、それぞれ、近位非罹患部分104および遠位非罹患部分106の直径Dは、約3mmである。
【０１３５】
　したがって、本発明のこの実施形態では、ステント1は、狭窄102内の原位置に留置され
たときに膨張し、中心部5の外径d1が約1.5mmであり、第1の端部3および第2の端部4の外径
D1が互いに等しく約3.5mmであるように構成される。ステント1の膨張状態の中心部5の軸
方向長さL1は約5mmであるが、本発明のこの実施形態におけるステント1の膨張状態の第1
の端部3および第2の端部4の軸方向長さL2は互いに等しく、本発明のこの実施形態では、
約2mmである。ステント1の第1の端部3および第2の端部4の軸方向長さは同じであっても異
なっていてもよいことは理解されるであろう。
【０１３６】
　上で述べたように、膨張状態のステント1の寸法は、動脈およびその狭窄の寸法に大き
く依存し、特定の狭窄に対して適するように選択される。しかしながら、典型的には、膨
張状態では、ステント1の中心部5の外径d1は1mmから3mmの範囲内となり、より典型的には
、1.2mmから2.5mmの範囲内にある。膨張状態のステント1の第1の端部3および第2の端部4
の外径D1は、一般に、2mmから5mmの範囲内にあり、より典型的には、2.5mmから4.5mmの範
囲内にある。それに加えて、ステントの膨張状態におけるステント1の中心部5の長さL1は
、典型的には、5mmから20mmの範囲内にあり、より典型的には、5mmから15mmの範囲内にあ
る。膨張状態のステント1の第1の端部3および第2の端部4の各々の軸方向長さL2は、一般
に、2mmから4mmの範囲内にあり、より典型的には、2mmから3mmの範囲内にあり、これは同
じ軸方向長さであっても異なる軸方向長さであってもよい。
【０１３７】
　非膨張状態のステント1が、頭蓋内血管系を通して操縦され、一般に非膨張状態にある
、動脈100内の狭窄102に送られることができるために、ステント1は、0.6mm以下の軸方向
長さL3全体に沿った実質的に一定の外径d3であり、非膨張状態のステント1の軸方向長さL

3は、一般に、30mm以下となる。図5を参照。しかし、動脈または血管および頭蓋内血管系
内のその狭窄の配置に応じて、非膨張状態のステント1の最大外径d3は0.5mm以下となる。
理想的には、非膨張状態のステント1は、0.4mm以下の最大外径d3および25mm以下の長さL3
を有する。
【０１３８】
　中心部5の外径d1とステント1の膨張状態の第1の端部3および第2の端部4の外径D1との関
係は、狭窄102に中心部5によって加えられる径方向外向き圧力が、狭窄102を貫通する穴1
03の直径を狭窄102の近位端105および遠位端107に隣接する動脈100の近位非罹患部分104
および遠位非罹患部分106の直径の少なくとも25%に維持するために十分であり、狭窄102
のそれぞれの近位端105および遠位端107に隣接する動脈100の壁101の近位非罹患部分104
および遠位非罹患部分106に第1の端部3および第2の端部4によって加えられる径方向外向
き圧力が、動脈100内のステント1をその動脈壁101に当てて固定するのに十分であるよう
に選択される。動脈壁101に第1の端部3および第2の端部4によって加えられる圧力は、ま
た、狭窄を形成している物質が狭窄102から第1の端部3および第2の端部4と動脈100の壁10
1との間の動脈100の壁101に沿って縦方向に押しつぶされるのを防ぐために多くの場合に
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おいて十分であり得る。
【０１３９】
　膨張状態のステント1の中心部5の外径d1は、径方向外向き圧力を狭窄に印加して狭窄10
2を通る穴103の直径を狭窄102の、それぞれ、近位端105および遠位端107に隣接する動脈1
00の近位非罹患部分104および遠位非罹患部分106の直径の、25%から60%の範囲内、および
いくつかの場合において、最大75%、さらには80%の直径まで増大させるように選択される
。しかし、理想的には、膨張状態の中心部5の外径は、十分な径方向外向き圧力を狭窄102
に印加して中を通る穴103の直径を狭窄102の、それぞれ、近位端105および遠位端107に隣
接する動脈100の近位非罹患部分104および遠位非罹患部分106の直径の約50%に増大させる
ような外径である。
【０１４０】
　それに加えて、また一般に、ステント1に膨張状態の中心部5の外径d1は、膨張状態にお
いてステント1の中心部5によって印加される径方向外向き圧力が狭窄102を貫通する穴103
の直径を増大させ、それにより動脈100を通る血流量が狭窄の形成の前の動脈を通る正常
な血流量の50%より大きい値まで増大させられるのに十分であるように選択される。流れ
に対する抵抗は導管の内径の4乗に反比例するので、ステント1の膨張状態の中心部5の外
径は、狭窄102の穴103を通る血流量を正常な血流量の50%以上まで戻すためにこの関係に
基づき選択される。これは、すでにわかっていることだが、下流組織を乏血状態に維持し
ながら罹患動脈100による供給を受ける下流組織への血流を維持し、下流組織を低酸素症
、虚血、および/または梗塞から保護するのに十分であり、また、自然頭蓋内血管形成プ
ロセスを、それが完了し、新側副血管が成長して罹患動脈による供給を受ける部位に供給
するようになるまで促進するのにも十分である。しかしながら、本発明のいくつかの実施
形態において、膨張したステント1の中心部5の外径は、下流組織を乏血状態に維持しなが
ら低酸素症、虚血、および/または梗塞から下流組織を保護するのに十分であり得る、現
在の流量に応じて、現在の流量で、または現在の流量よりわずかに高く、動脈を通る血流
を維持するために狭窄102を軽く圧迫するような外径であり得ることが企図されている。
【０１４１】
　一般に、中心部5によって狭窄102に印加される径方向外向き圧力は、ステント1の膨張
状態において動脈100の近位非罹患部分104および遠位非罹患部分106に隣接する壁101に第
1の端部3および第2の端部4によって印加される径方向外向き圧力より大きい。しかしなが
ら、中心部5は、中心壁15が膨張することができる最大の横断面積は事前定義された最大
横断面積に制限され、これは狭窄102に隣接する、動脈100の近位非罹患部分104および遠
位非罹患部分106の横断面積より小さくなるように選択される。これは、ステント1の膨張
状態の中心部5の中心壁15が動脈100の動脈壁101から離間し、狭窄102に隣接する動脈100
の非罹患部分の動脈壁101と接触しないことを確実にするためである。
【０１４２】
　本発明のこの実施形態におけるステント1は穿孔物質から形成され、この物質は適切に
接続されているストラット23を形成しその間に物質を貫通する隙間20を形成するように穿
孔される。本発明のこの実施形態において、ステント1の物質は形状記憶金属を含み、し
たがってステント1は自己膨張し、好ましくは、人間または動物の身体内の正常な血液温
度で膨張する。多くの金属および他の物質がそのような自己膨張ステントを提供するため
に使用され得るが、本発明のこの実施形態では、ステントの物質はニチノールとして知ら
れているニッケルチタン合金である。ステント1の非膨張状態では、ステント1は、ストラ
ット23が互いに隣接するように径方向に圧縮され、ステント1を形成する穿孔のパターン
に応じて、ステント1の圧縮された非膨張状態のストラット23は軸方向に延在し得る。
【０１４３】
　ステント1の膨張状態の中心部5の中心壁15を貫通する隙間20aは、第1の端部3および第2
の端部4の第1の壁10および第2の壁11を貫通する隙間20bの面積より小さい面積を有する。
遷移部7の遷移壁17を貫通する隙間20cは、中心部5の中心壁15を貫通する隙間20aの面積に
実質的に類似する面積を有する。本発明のこの実施形態において、ステント1の膨張状態
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の中心部5の中心壁15および遷移部7の遷移壁17を貫通する隙間20aおよび20cは、中心部5
および遷移部7内の隙間20aおよび20cを貫通する狭窄102を形成する物質を少なくとも最小
にし、好ましくは防ぐ十分に小さい面積を有する。それに加えて、中心部5および遷移部7
の隙間20aおよび20cを、第1の端部3および第2の端部4の隙間20bより小さい面積を有する
ようにすることによって、結果として、中心部5によって狭窄102に加えられる径方向外向
き圧力は第1の端部3および第2の端部4によって動脈100の近位部分104および遠位部分106
に加えられる径方向外向き圧力より大きくなる。
【０１４４】
　第1の端部3および第2の端部4の第1の壁10および第2の壁11の壁厚さは、中心部5の中心
壁15の壁厚さに類似している。したがって、中心部5の中心壁15の内径d2と第1の端部3お
よび第2の端部4の第1の壁10および第2の壁11の内径D2との間の関係は、中心部5の中心壁1
5の外径d1と第1の端部3および第2の端部4の第1の壁10および第2の壁11の外径D1との間の
関係に実質的に類似している。本発明のこの実施形態において、第1の端壁10および第2の
端壁11、中心壁15、ならびに遷移壁17の壁厚さは約0.1mmである。しかしながら、第1の端
壁および第2の端壁、中心壁、ならびに遷移壁の厚さは、0.02mmから0.15mmの間の範囲に
あるものとしてよいが、好ましくは、第1の端壁および第2の端壁、中心壁、ならびに遷移
壁の厚さは理想的には0.05mmから0.1mmの範囲内であることが企図される。第1の端壁およ
び第2の端壁、中心壁、および遷移壁の厚さの選択は、一方ではステントの強度と機能と
の間で最適化し、他方ではステントを使用した結果の内皮剪断応力を最小にするように選
択される。一般に、ステントの壁厚さは、内皮剪断応力が250Pa以下となるように選択さ
れる。
【０１４５】
　本発明のこの実施形態において、ステントは、ステントの膨張状態において、ステント
の第1の端部3および第2の端部4の外径が狭窄102の、それぞれ、近位端105および遠位端10
7に隣接する動脈の近位非罹患部分104および遠位非罹患部分106の直径の約110%となるよ
うに構成される。しかしながら、ステント1の第1の端部3および第2の端部4の外径は、ス
テントの膨張状態において、狭窄102の、それぞれ、近位端105および遠位端107に隣接す
る動脈の近位非罹患部分104および遠位非罹患部分106の直径の100%から125%の範囲内にあ
る、好ましくは、動脈の近位非罹患部分104および遠位非罹患部分106における動脈の直径
の100%から110%の範囲内にある直径まで膨張するように構成され得ることが企図されてい
る。
【０１４６】
　ステント1は、治療活性物質によりコーティングされ、本発明のこの実施形態では、2種
類の治療活性物質によりコーティングされ、そのうちの1つは血管形成促進物質を含み、
もう1つはプラークのさらなる成長を防ぐ。典型的には、血管形成促進物質は、メタクリ
ル酸-エコイソデシルアクリレート(MAA-co-IDA、40% MAA)を含む。プラークのさらなる成
長を防ぐための治療活性物質は、シロリムスおよびパクリタキセルのうちの1つまたは複
数を含み得る。
【０１４７】
　次に図7から図9を参照すると、動脈100内の狭窄102にステント1を送達するための送達
システム30が例示されている。送達システム30は、近位端32と遠位端33との間に延在する
送達マイクロカテーテル31を備える。細長穴34は、送達マイクロカテーテル31の遠位端33
が狭窄102内に配置され、狭窄から遠位に突出するときに中を通るステント1の狭窄102へ
の送達を受け入れるように近位端32から遠位端33まで送達マイクロカテーテル31を貫通す
る。図7を参照。穴34は、非膨張状態のステント1が穴34を通して自由に摺動可能であるよ
うな直径を有し、非膨張状態のステントの直径に応じて変化し、典型的には0.68mmから0.
84mmの範囲内である。送達マイクロカテーテル31の外径は、送達マイクロカテーテル31が
頭蓋内血管系を通して、典型的には大腿動脈、橈骨動脈、上腕動脈、または頸動脈であっ
てよい、好適な進入点に、また狭窄102の穴103を通して、そのような好適な進入点から付
勢可能であるような外径である。それに加えて、送達マイクロカテーテル31は、動脈100
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内の狭窄102への頭蓋内血管系を通る送達マイクロカテーテル31の操作を円滑にする十分
な柔軟性を有する。
【０１４８】
　送達マイクロカテーテル31の穴34の直径より小さい直径の細長位置決め部材40は、動脈
100内でステント1を送達マイクロカテーテル31の送達穴34に通して狭窄102に送達するた
めに用意される。位置決め部材40は、近位端41と遠位端42との間に延在し、第1の端部3の
第1の壁10の自由端19に隣接するステント1に位置決め部材40を解放可能に結合するための
解放可能結合機構44内の遠位端42で終端する。ステント1の第1の端部3は、狭窄102の近位
端105に隣接する動脈100の近位非罹患部分104内に配置するように構成され、第2の端部4
は、狭窄102の遠位端107に隣接する動脈100の遠位非罹患部分106内に配置するように構成
される。本発明のこの実施形態において、第1の端部3の第1の壁10の自由端19を位置決め
部材40に結合するための結合機構44は、当業者に知られている、従来の結合機構であり、
ステント1が狭窄102内に正しく位置決めされたときに位置決め部材40からステント1を解
放するための位置部材40の近位端41から動作可能である。代替的に、結合機構は、第2の
端部4の第2の端壁11の自由端19に解放可能に結合され得る。
【０１４９】
　使用時に、典型的には、ステント1を動脈100内の狭窄102に送達するための手順は、ガ
イドワイヤ(図示せず)を典型的には大腿動脈、橈骨動脈、上腕動脈、または頸動脈を通し
て頭蓋内血管系内に入れることから始まる。ガイドワイヤは、進入点から頭蓋内血管系内
に付勢され、頭蓋内血管系を通して動脈100内の狭窄102に付勢される。ガイドワイヤは、
穴103を通して狭窄102内に付勢され、ガイドワイヤの遠位端が狭窄102の遠位端107の遠位
で動脈100内に貫入する。次いで、送達マイクロカテーテル31は、ガイドワイヤ上で、送
達マイクロカテーテル31の遠位端33が狭窄102を貫通する穴103を貫通し狭窄102の遠位端1
07に隣接する動脈100の遠位非罹患部分106に届くまで、頭蓋内血管系に通されて付勢され
る。次いで、ガイドワイヤは送達マイクロカテーテル31の穴34を通して引き抜かれる。
【０１５０】
　非膨張状態のステント1は、結合機構44によって遠位端42に隣接する位置決め部材40に
結合される。非膨張状態のステント1が位置決め部材40の遠位端42に結合されると、位置
決め部材40は、ステント1を、ステント1を先導する第2の端部4とともに近位端32に隣接す
る送達マイクロカテーテル31の穴34内に付勢する。次いで、ステント1は、位置決め部材4
0によって送達マイクロカテーテル31の穴34を通して遠位端33に付勢される。ステント1が
遠位端33に隣接する送達マイクロカテーテル31の穴34内にあるときに、ステント1の先端
部、すなわち、第2の端部4の第2の端壁10は、送達マイクロカテーテル31を近位にわずか
に引き出すことによって露出される。ステント1の第2の端部4の第2の端壁11は露出され、
被検体の正常な体温で血液と接触した後狭窄102の遠位端107に隣接する動脈の遠位非罹患
部分106内に膨張し始める。図8を参照。
【０１５１】
　ステント1の位置は、送達マイクロカテーテル31と位置決め部材40とを同時に適切に操
縦して調整され、これにより、第2の端部4の第2の壁11を狭窄102の遠位端107に隣接する
動脈100の遠位非罹患部分106内の正しい位置に正しく位置決めする。第2の端部4の第2の
壁11が狭窄102の遠位端107に隣接する動脈100の遠位非罹患部分106内に正しく位置決めさ
れた後、送達マイクロカテーテル31はさらに近位に引き出されてステント1を完全に露出
させる。
【０１５２】
　ステント1の残り部分は、体温で動脈100内の血液と接触した後に膨張し、狭窄102の穴1
03内に配置されている中心部5の中心壁15は狭窄102を圧迫し、第1の端部3の第1の壁10は
狭窄102の近位端105に隣接する動脈100の近位非罹患部分104を圧迫する。狭窄102を形成
する物質は、中心部5の中心壁15、遷移部7の遠位壁17、および狭窄102に隣接する動脈100
の壁101の部分によって画成される円環108内に完全に収容される。
【０１５３】
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　位置決め部材40は、結合機構44をステント1から分離することによってステント1から分
離される。位置決め部材40および送達マイクロカテーテル31は、頭蓋内血管系を通り、次
いで、場合によっては大腿動脈、橈骨動脈、上腕動脈、または頸動脈を通って引き出され
る。
【０１５４】
　ステント1が狭窄102内で膨張状態にある場合に、狭窄102を形成する物質は、中心部5の
中心壁15および遷移部7の遷移壁17によって、また狭窄102の近位端105および遠位端107に
隣接する動脈100の近位非罹患部位分104および遠位非罹患部分106を圧迫する第1の端部3
および第2の端部4の第1壁10および第2の壁11の作用によって円環108内に保持される。近
位非罹患部分104および遠位非罹患部分106に対する第1の端部3および第2の端部4の第1の
壁10および第1の壁11の作用は、ステント1を動脈100内にしっかり固定されたままとなる
ように保持し、また狭窄102を形成する物質が動脈100の壁101と第1の端部3および第2の端
部4の第1の壁10および第2の壁11との間に付勢されるのを防ぐ。中心部5の中心壁15は狭窄
102を圧迫して、狭窄102を貫通する穴103の直径を狭窄102内にステント1を留置する前の
直径に維持するか、または狭窄102を貫通する穴103の直径を動脈100を通る血液の流量を
狭窄102が中に形成される前の中を通る血液の正常な流量の50%以上に維持するのに十分な
直径に増大するかのいずれかを行う。動脈100を通る血液の流量を正常な流量の50%以上に
維持することによって、下流組織は、下流組織を乏血状態に維持しながら低酸素症、虚血
、および梗塞から保護される。したがって、自然頭蓋内血管形成プロセスが促進され、そ
れによって、新および側副血管が成長し、罹患動脈100による供給を受ける下流組織に血
液供給を行う。
【０１５５】
　ステント上にコーティングされた治療活性頭蓋内血管形成物質を用意することで、自然
頭蓋内血管形成プロセスをさらに増強し、プラークのさらなる増殖を防ぐためのステント
上にコーティングされた治療活性物質は、プラークのさらなる増殖を防ぐか、または少な
くとも最小にする。
【０１５６】
　次に、図10を参照すると、一般的に参照番号50によって示される本発明の別の実施形態
によるステントが例示されている。ステント50は、ステント1に実質的に類似し、類似の
構成要素は同じ参照番号によって識別される。本発明のこの実施形態におけるステント50
は、中に狭窄102を有する動脈100などの、頭蓋内動脈にステント留置するのにも特に適し
ており、狭窄102を通る血流の流量を維持するか、または増大させて、下流組織を乏血状
態に維持しながら下流組織を低酸素症、虚血、および/または梗塞から保護し、次いで、
自然頭蓋内血管形成を促進する。ステント50の寸法は、ステント1を参照しつつ説明され
ている寸法範囲内にある。ステント50とステント1との間の主な違いは、遷移部7にある。
本発明のこの実施形態において、遷移部7が中心部5の中心壁15から垂直に延在し、第1の
端部3および第2の端部4の第1の壁10および第2の壁11から垂直に延在する遷移壁17によっ
て形成される代わりに、ステント50の遷移部7は円錐台形壁部分52によって形成され、次
いで、これらは中心部5の中心壁15から、それぞれ、第1の端部3および第2の端部4の第1の
壁10および第2の壁11に外向きに逸れる遷移壁53によって形成される。
【０１５７】
　遷移壁53の壁厚さは、第1壁10および第2の壁11ならびに第1の端部3および第2の端部4お
よび中心部5の中心壁15の壁厚さに、それぞれ、実質的に類似している。中心部5の中心壁
15に隣接する遷移壁53の外径は、中心壁15の外径d1に類似している。中心部5の中心壁15
に隣接する遷移壁53の内径は、中心部5の中心壁15の内径d2に類似している。第1の端部3
および第2の端部4の第1の壁10および第2の壁11に隣接する遷移壁53の外径は、第1の端部3
および第2の端部4の第1の壁10および第2の壁11の外径D1に類似しており、第1の端部3およ
び第2の端部4の第1の壁10および第2の壁11に隣接する遷移壁53の内径は、第1の端部3およ
び第2の端部4の第1壁10および第2の壁11の内径D2に類似している。
【０１５８】
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　本発明のこの実施形態において、円錐台形遷移壁53によって画成される円錐角は約60°
である。したがって、この結果、各遷移壁53の外径は、中心壁15から第1の壁10および第2
の壁11のうちの対応する1つまで、中心壁15からの長さ1mm当たり約1.72mmの割合で増大す
る。
【０１５９】
　本発明のこの実施形態において、ステント50はニチノールとして知られている形状記憶
合金を含み、隙間20を有する穿孔構造で形成される。中心壁15および遷移壁53を貫通する
隙間20aおよび20cは、ステント50の第1の壁10および第2の壁11を貫通する隙間20bの面積
より小さい面積を有する。本発明のこの実施形態において、中心壁15および遷移壁53を貫
通する隙間20aおよび20cの面積は、狭窄102を形成する物質が中心壁15および遷移壁53を
貫通するのを最小限度に抑え、一般には、防ぐような面積である。
【０１６０】
　本発明のこの実施形態において、ステント50は、また、治療活性頭蓋内血管形成促進物
質、およびプラークの増殖を防ぐための治療活性物質でコーティングされる。
【０１６１】
　ステント50の使用および動脈100の狭窄102へのステント50の送達は、動脈100の狭窄102
へのステント1の使用および送達を参照しつつすでに説明されているものに類似している
。しかしながら、本発明のこの実施形態において、ステント50が位置決め部材40によって
送達マイクロカテーテル31の穴34を通して付勢されたときに、送達マイクロカテーテル31
は近位に付勢されて第2の端壁11および隣接する遷移壁53の両方を露出させ、それによっ
て、第2の壁11および隣接する遷移壁53が被検体の動脈100内の血液と接触した後に膨張し
、ステント50の第2の壁11が狭窄102の遠位で動脈100の遠位非罹患部分106と係合し圧迫す
ることを可能にする。しかしながら、その後、送達マイクロカテーテル31および位置決め
部材40を操縦してステント50を狭窄102内に正確に位置決めすることは、ステント1の送達
および位置決めを参照しつつ説明されている操作に類似している。
【０１６２】
　次に、図11を参照すると、一般的に参照番号60によって示される本発明の別の実施形態
によるステントが例示されている。ステント60は、ステント1に実質的に類似し、類似の
構成要素は同じ参照番号によって識別される。本発明のこの実施形態におけるステント60
は、中に狭窄102を有する頭蓋内動脈100などの、頭蓋内動脈にステント留置するのにも特
に適しており、狭窄102を通る血流の流量を維持するか、または増大させて、下流組織を
乏血状態に維持しながら下流組織を低酸素症、虚血、および/または梗塞から保護し、次
いで、自然頭蓋内血管形成を促進する。ステント60の寸法は、ステント1を参照しつつ説
明されている寸法範囲内にある。ステント60とステント1との唯一の違いは、ステント60
では、中心部5が最小の外径d1を有する「砂時計」形状である点である。中心部3から延在
する遷移部7は、ステント50の遷移部7に類似している、円錐台形である。本発明のこの実
施形態において、中心部5および遷移部7の隙間20aおよび20cの面積は、第1の端部3および
第2の端部4の隙間20bの面積より小さい面積を有する。それに加えて、本発明のこの実施
形態において、中心部5および遷移部7の隙間20aおよび20cの面積は、狭窄102を形成する
物質が中心部5および遷移部7内の隙間20aおよび20cを貫通するのを少なくとも最小限度に
抑え、好ましくは防ぐような面積である。
【０１６３】
　そうでない場合、ステント60およびその使用は、ステント1を参照しつつ説明されてい
るものに実質的に類似しており、ステント1との接続で説明されている範囲内の寸法を有
する。
【０１６４】
　次に、図12を参照すると、一般的に参照番号70によって示される本発明のさらなる実施
形態によるステントが例示されている。ステント70は、ステント1に実質的に類似し、類
似の構成要素は同じ参照番号によって識別される。本発明のこの実施形態におけるステン
ト70は、罹患動脈、たとえば、中に狭窄102を有する動脈100にステント留置するのにも特
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に適しており、狭窄102を通る血流の流量を維持するか、または増大させて、下流組織を
乏血状態に維持しながら下流組織を低酸素症、虚血、および/または梗塞から保護し、次
いで、自然血管形成を促進する。ステント70の直径寸法は、ステント1を参照しつつ説明
されている直径寸法範囲内にある。しかしながら、この場合、穿通枝動脈109は、狭窄102
に隣接する場所で動脈100から枝分かれする。本発明のこの実施形態において、中心部5お
よび遷移部7を含む、第1の端部3と第2の端部4との間のステント70の長さL1は、第1の端部
3および第2の端部4が、穿通枝動脈109の狭窄102および接続が両方とも中心部5、遷移部7
、および狭窄102に隣接する動脈100の壁101の間に画成される円環108内に収容されるよう
に動脈の近位非罹患部分104および遠位非罹患部分106と係合する十分な長さを有する。
【０１６５】
　本発明のこの実施形態において、中心部5によって狭窄102に加えられる径方向外向き圧
力は、動脈100を通る血流の流量を狭窄102の形成前の動脈100を通る正常な血流量の約50%
に維持するような圧力である。しかしながら、中心部5によって狭窄102に加えられる径方
向外向き圧力は、狭窄102を形成する物質が中心部5と動脈壁101との間で過剰に押しつぶ
されるのを防ぐような圧力であり、押しつぶされれば狭窄の物質が動脈壁101に沿って縦
方向に延在し、結果として穿通枝動脈109を塞ぐことになったであろう。本発明のこの実
施形態において、中心部5の隙間20aおよび遷移部7の隙間20cの面積は狭窄102を形成する
物質が中を貫通するのを防ぐような面積であるが、中心部5および遷移部7を貫通する隙間
20aおよび20cの面積は中心部5および遷移部7を通り穿通枝動脈109に流れる血流を可能に
するような面積である。
【０１６６】
　次に図13を参照すると、直径を維持するか、または狭窄102を通る穴103の直径を大きく
し、狭窄102を通る血流の量を維持するか、または増大させて下流組織を乏血状態に維持
しながら下流組織を低酸素症、虚血、および/または梗塞から保護し、次いで自然頭蓋内
血管形成プロセスを促進し、支持するために頭蓋内血管系を通して頭蓋内動脈100内の狭
窄102に付勢するのにも適している、参照番号80によって一般的に示される本発明の別の
実施形態によるステントが例示されている。本発明のこの実施形態では、ステント80は自
己膨張物質ではなく、したがって、バルーンマイクロカテーテル82によって狭窄102に送
達するように構成される。バルーンマイクロカテーテル82は、バルーン85内の遠位端84で
終端する細長マイクロカテーテル83を備える。バルーン85は、膨らまされたときに膨らん
で狭窄102ならびに動脈100の近位非罹患部分104および遠位非罹患部分106の近似的形状を
取るように適切な形状を有する。ステント80は、狭窄102内でバルーン85によって膨張さ
せられたときに、ステント50の形状と実質的に類似している形状を取るように構成され、
それによって、ステント80は、バルーン85によって膨張させられたときに、第1の端部3、
第2の端部4、第1の端部3および第2の端部4の直径より小さい直径の中心部5、ならびに中
心部5から第1の端部3および第2の端部4まで延在するそれぞれの円錐台形の遷移部7を備え
る。ステント80の材料は、狭窄102内でバルーン85によって膨張させられた後、ステント8
0はその膨張した形状を保持し、それによって狭窄102を貫通する穴103を狭窄102の形成前
の動脈100を通る正常な流量の約50%の狭窄102を通る血流量をもたらす直径に維持するよ
うな材料である。ステントの材料は、第1の端部3、第2の端部4、中心部5、および遷移部7
を貫通する隙間20を有する穿孔構造のものである。中心部5および遷移部7を貫通する隙間
20aおよび20cは、ステント1を参照しつつすでに説明されているように、第1の端部3およ
び第2の端部4を貫通する隙間より小さい。
【０１６７】
　狭窄102へのステント80の送達は、図7から図9を参照しつつすでに説明されているよう
な狭窄102へのステント1の送達に実質的に類似しているが、ただし、位置決め部材40によ
り送達マイクロカテーテル31に通してステント80を送達する代わりに、非膨張状態のステ
ント1はバルーンマイクロカテーテル82上で送達マイクロカテーテル31を通して送達され
る。非膨張状態のステント80は、萎んだ状態のバルーン85に配置され、送達マイクロカテ
ーテル31を通して狭窄102に送達される。非膨張状態のステント80を付けたバルーン85が
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狭窄102内に配置された後、バルーン85は膨らみ、次いで、狭窄102内でステント80を膨張
させ、ステント80の中心部5は狭窄102を圧迫し、ステント80の第1の端部3および第2の端
部4は動脈100の近位非罹患部分104および遠位非罹患部分106を圧迫し、係合する。狭窄10
2内のステント80の位置決めが完了した後、図7から図9を参照しつつすでに説明されてい
るように、バルーン85は萎んで、送達マイクロカテーテルと一緒に引き出される。
【０１６８】
　次に、図14a、図14b、および図14cから図17a、図17b、および図17cを参照すると、参照
番号90から93によって一般的に示されている本発明のさらなる実施形態による4つの膨張
可能ステントが例示されており、これらは、それぞれ、人間または動物の被検体に使用さ
れ、頭蓋内血管系内の罹患動脈内で狭窄を開くか、または少なくとも開いたまま維持し、
狭窄102を通る血流の量を維持するか、または増大させて下流組織を乏血状態に維持しな
がら下流組織を低酸素症、虚血、および/または梗塞から保護し、次いで、自然血管形成
プロセスを促進する。膨張可能ステント90から93は、図2から図6を参照しつつ説明されて
いる膨張可能ステント1に実質的に類似しており、類似する構成要素は、同じ参照番号に
よって識別される。ステント90から93とステント1との主な違いは、ステント90から93の
各々の膨張状態において、ステント90から93の各々の中心部5は第1の端部3および第2の端
部4に関して偏心的に配置される点である。言い換えると、各ステント90から93の中心部5
によって画成される主中心軸95は、ステント90から93のうちの対応する1つの第1の端部3
および第2の端部4によって画成される第1の中心軸96および第2の中心軸97からオフセット
される。本発明のこの実施形態において、ステント90から93の第1の端部3および第2の端
部4は、互いに軸方向に整列され、したがって、第1の中心軸96および第2の中心軸97は互
いに一致する。しかしながら、各ステント90から93の中心部5の主中心軸95は、ステント9
0から93のうちの対応する1つの第1の端部3および第2の端部4の第1の中心軸96および第2の
中心軸97に平行に延在し、第1の端部3および第2の端部4の第1の中心軸96および第2の中心
軸97から横方向にオフセットされる。しかし、いくつかの場合において、中心部5の主中
心軸95は、対応するステント90から93の第1の端部3および第2の端部4の第1の中心軸96お
よび第2の中心軸97に関してある角度で延在し得ることが企図される。ステント90から93
は、狭窄が罹患動脈内に非対称に配置されている罹患頭蓋内動脈において使用するのに特
に適している。
【０１６９】
　ステント90および91において、遷移部7は、中心部5から垂直に延在し、また第1端部3お
よび第2の端部4からも垂直に延在する。ステント92および93では、遷移部7は、非対称円
錐台形である、遷移壁17によって形成される。それに加えて、図14a、図14b、および図14
c、ならびに図16a、図16b、および図16cのステント90および92において、ステント90およ
び92の各々の中心部5の中心壁15ならびに第1の端壁10および第2の端壁11は、ステントの
片側に沿って互いに対して接線方向に伸びている。
【０１７０】
　ステント90から93の寸法は、図2から図6を参照しつつ説明されているステント1を参照
しつつ説明されている寸法範囲に類似している範囲内にある。それに加えて、ステント90
から93は、ステント1を参照しつつ説明されているように治療活性物質でコーティングさ
れてもされなくてもよい。
【０１７１】
　頭蓋内血管系内でのステント90から93の使用および狭窄への送達は、図2から図9を参照
しつつステント1を参照してすでに説明されているのと類似している。そうでない場合、
ステント90から93、その使用および送達は、ステント1に類似している。
【０１７２】
　次に図18を参照すると、低酸素症、梗塞の虚血の防止、ならびに自然頭蓋内血管形成プ
ロセスを促進および支持のため、狭窄102を通る血流を維持するように狭窄102を通る穴10
3への拡張の閾値レベルを達成するために、頭蓋内動脈100に類似している頭蓋内動脈内の
狭窄102に類似する狭窄へ、頭蓋内血管系内に留置された送達マイクロカテーテルを通し



(45) JP 2021-501669 A 2021.1.21

10

20

30

40

50

て進むのにも適している参照番号200によって一般的に示される本発明の別の実施形態に
よるステントが例示されている。ステント200はステント1に実質的に類似しているが、た
だし、遷移部7は円錐台形部分によって形成され、便宜上、ステント1の構成要素のものと
類似する構成要素は同じ参照番号によって識別される。図18において、ステント200は、
ステント200を貫通する支持要素とともに例示されている。支持要素は、ステント200の一
部を形成しない。
【０１７３】
　本発明のこの実施形態において、ステント200は、その間に隙間20を画成する王冠部201
のところで接続されているストラット23を含むニチノール材料から作られた自己膨張ステ
ントであり、ステント200は高度に研磨された表面仕上げを備える。図18を参照すると、
ステントは、第1の部分3、第2の部分4、および中心部5を備え、1、50、60、70、および80
のステントを参照しつつ説明されている実施形態に類似していることに留意されたい。こ
の実施形態において、ステント200は、約110°の円錐角を画成する円錐台形である遷移部
を備える。王冠部201は、ステントパターンでVまたはU字形の要素を備え、ストラット23
は王冠部201を相互接続する。
【０１７４】
　ステント200は、複数のリング構造、本発明のこの実施形態においては7個のリング構造
をさらに備える。各リング構造は、本発明のこの実施形態では一致する、主中心軸18、第
1の中心軸21、および第2の中心軸22の周りにチューブ状リングを形成するように編成され
ている複数の相互接続されたストラット23および王冠部201を備える。隣接するリングは
、コネクタと一緒に接続される。一実施形態において、コネクタは、隣接するリングが互
いから離間するように構成される。別の実施形態では、第1のリングの王冠部201は、隣接
するリングの王冠部201と互いに貫通し合う。
【０１７５】
　ステント200は、膨張状態と折りたたまれた状態とを有する。完全に膨張した状態では
、ステント200は応力がない。ステント200は圧縮され、したがって応力を加えられ、送達
のために折りたたまれた状態を取る。膨張状態では、王冠部201のV角度θは大きく、折り
たたまれた状態では、王冠部201のV角度θは小さい。実際、王冠部201のV角度θは折りた
たまれた状態において5°未満である。対照的に、王冠部201のV角度θは膨張状態におい
て比較的大きい。好ましくは、V角度θは膨張状態では40°より大きい。より好ましくは
、V角度θは60°より大きく、なおいっそう好ましくは、V角度θは80°より大きい。
【０１７６】
　この実施形態のステント200は、形状適合性を有し、図12の穿通枝動脈109などの、穿通
枝および血管枝への流れを保護するように設計される。膨張構成においてより大きいV角
度は、ストラット23の間の隙間20によって形成される流れオリフィスをもたらす大きさと
なるように構成される。ストラット23は、短く狭いものとなるように構成される。短く狭
いストラットは、操縦するのが難しいが、ステント200の形状適合性を高め、狭いストラ
ット23は隙間20によって形成される流れオリフィスを通る流れを維持する。一実施形態に
おいて、ストラット23は、ステント内の少なくとも1つのリングの長さが2mm未満であるよ
うに構成される。別の実施形態において、ストラット23は、ステント内の少なくとも1つ
のリングの長さが1.5mm未満であるように構成される。さらに別の実施形態において、ス
トラット23は、ステント内の少なくとも1つのリングの長さが1.0mm未満であるように構成
される。一実施形態において、ストラット23は、幅80マイクロメートル未満となるように
構成される。別の実施形態において、ストラット23は、幅60マイクロメートル未満となる
ように構成される。さらに別の実施形態において、ストラット23は、幅40マイクロメート
ル未満となるように構成される。
【０１７７】
　一実施形態において、ステント構造の少なくとも1つのリングは3対の対向する王冠部20
1を有する6個のストラット23を備える。別の実施形態では、ステント構造の少なくとも1
つのリングは4対の対向する王冠部201を有する8個のストラット23を備える。別の実施形
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態では、ステント構造の少なくとも1つのリングは5対の対向する王冠部201を有する10個
のストラット23を備える。別の実施形態では、ステント構造の少なくとも1つのリングは6
対の対向する王冠部201を有する12個のストラット23を備える。別の実施形態では、ステ
ント構造の少なくとも1つのリングは7対の対向する王冠部201を有する14個のストラット2
3を備える。別の実施形態では、ステント構造の少なくとも1つのリングは8対の対向する
王冠部201を有する16個のストラット23を備える。図18に例示されているステント200の実
施形態において、ステント構造の少なくとも1つのリングは、9対の対向する王冠部201を
有する18個のストラット23を備える。一実施形態において、第1のリング内のストラット
の数は、隣接するリング内のストラットの数より多い。一実施形態において、第1のリン
グ内のストラットの数は、隣接するリング内のストラットの数に等しい。一実施形態にお
いて、第1のリングの長さは第2の隣接するリングの長さより大きい。
【０１７８】
　図18のステント200は、腰部がくびれたセクション、すなわち、中心部5を有する起伏の
あるチューブ状構造を形成するように形状設定される。一実施形態において、ステントは
、レーザープロセスを使用してニチノールチューブから切り出され、バリ除去され、グリ
ッドブラストをかけられる。ステント200の形状設定は、ステントを、所望の形状がステ
ント200内にプログラムされるまで数分間400℃を超える温度に加熱することを含む。ステ
ントは冷却され、ステントは高度に研磨された仕上げを有する表面を形成するように電解
研磨される。
【０１７９】
　一実施形態において、ステントは完全に接続された構造を備える。そのような一実施形
態では、ステントのすべての王冠部が隣接する王冠部に直接的にまたは間接的に接続され
る。この相互接続の例外は、ステントの非常に遠位にある端部および非常に近位にある端
部を画成する王冠部である。これらの王冠部は、隣接する王冠部に接続されない。
【０１８０】
　別の実施形態では、ステント200はX線透視法での視覚化を行えるように構成される。こ
の実施形態では、高放射線不透過性金属がこの構造に組み込まれる。放射線不透過性金属
の組み込みは、インターベンショナリストが第1の端部3または第2の端部4であってよいス
テントの遠位端、第1の端部3および第2の端部4のうちの他方である、ステントの近位端、
中心部5、および中心部5と第1の端部3および第2の端部4との間の遷移部7を視覚化するこ
とを可能にする。
【０１８１】
　一実施形態において、放射線不透過性要素は金、白金、タンタル、またはタングステン
を含む。別の実施形態では、放射線不透過性要素の組み込みは、ニチノールの合金と放射
線不透過性要素とを含む。別の実施形態において、放射線不透過性要素の組み込みは、放
射線不透過性マーカーをステントの構造に入れることを含む。一実施形態において、放射
線不透過性マーカーは、ステントの構造内の複数のレーザードリル加工穴内に圧入された
放射線不透過性金属の円筒形スラグを含む。前記円筒形スラグで使用するための好適な放
射線不透過性金属は、金、白金、タンタル、タングステン、またはこれらの要素のうちの
1つまたは複数の実質的部分を含有する合金を含む。
【０１８２】
　一実施形態において、ステント200の中心部5は、狭窄102の領域内で血管壁100内の対応
する拡張を誘発することなく狭窄102の穴103を著しく拡張するように構成される。ステン
ト200に類似するステントの実施形態の、ただし、様々な寸法の狭窄102内に留置される次
の実施例において、本発明のこの利点を明らかにする。
【実施例１】
【０１８３】
入力
血管100の内径D　　3mm
ステント200の中心部5の外径d1　　1.4mm



(47) JP 2021-501669 A 2021.1.21

10

20

30

40

50

狭窄102に隣接する血管100の外部横断面積　　7.07mm2

ステント200の中心部5の外部横断面積　　1.54mm2

狭窄102を貫通する穴103の直径d　　0.25mm
狭窄102を貫通する穴103の横断面積　　0.046mm2

狭窄による閉塞の%　　92%
計算
狭窄102を貫通する穴103の横断面積の増大　　3036%
狭窄の変位物質によって形成された狭窄円環の横断面積　　1.490mm2

狭窄に隣接する拡張した血管の直径　　3.30mm
狭窄に隣接する血管直径の増大　　10%
結論
狭窄が92%の場合、この実施例のステント200は狭窄の穴の断面積を3000%超増大させ得る
が、血管直径は10%拡張するにすぎない。
【実施例２】
【０１８４】
入力
血管100の内径D　　2.5mm
ステント200の中心部5の外径d1　　1.2mm
狭窄102に隣接する血管100の外部横断面積　　4.91mm2

ステント200の中心部5の外部横断面積　　1.13mm2

狭窄102を貫通する穴103の直径d　　0.3mm
狭窄102を貫通する穴103の横断面積　　0.071mm2

狭窄102による閉塞の%　　88%
計算
狭窄102を貫通する穴103の横断面積の増大　　1500%
狭窄の変位物質によって形成された狭窄円環の横断面積　　1.060mm2

狭窄に隣接する拡張した血管の直径　　2.76mm
狭窄に隣接する血管直径の増大　　10.3%
結論
狭窄が88%の場合、この実施例のステント200は狭窄の穴の断面積を1500%超増大させ得る
が、血管直径は10.3%拡張するにすぎない。
【実施例３】
【０１８５】
入力
血管100の内径D　　2mm
ステント200の中心部5の外径d1　　1.1mm
狭窄102に隣接する血管100の外部横断面積　　3.14mm2

ステント200の中心部5の外部横断面積　　0.95mm2

狭窄102を貫通する穴103の直径d　　0.5mm
狭窄102を貫通する穴102の横断面積　　0.196mm2

狭窄による閉塞の%　　75%
計算
狭窄102を貫通する穴103の横断面積の増大　　384%
狭窄の変位物質によって形成された狭窄円環の横断面積　　0.754mm2

狭窄に隣接する拡張した血管の直径　　2.23mm
狭窄に隣接する血管直径の増大　　11.4%
結論
狭窄が75%の場合、この実施例のステント200は狭窄の穴の断面積を384%超増大させ得るが
、血管直径は11.4%拡張するにすぎない。
【０１８６】
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　したがって、上記の3つの例から、異なる穴直径の狭窄において使用されたときに異な
る寸法の本発明によるステント200は、狭窄を形成する物質に対するステント200の中心部
5の径方向外向きの作用の結果として生じる血管の直径の比較的小さな増大に対して狭窄
の穴の横断面積の著しい増大を引き起こし得ることがわかる。典型的には、狭窄を貫通す
る穴の横断面積の増大は、10%から12%の範囲内の狭窄に隣接する血管の直径の増大に対し
て300%から3000%超の範囲内であり得る。
【０１８７】
　ステントが治療活性物質でコーティングされていると説明されていない本発明の実施形
態において、一般に、ただし必ずというわけではないが、好ましくは、本発明によるステ
ントは治療活性物質でコーティングされる。本発明のこれらの実施形態によるステントを
コーティングする好ましい治療活性物質は、血管形成促進物質である。本発明によるステ
ントは、任意の好適な血管形成促進物質、たとえば、メタクリル酸-エコイソデシルアク
リレート(MAA-co-IDA、40% MAA)でコーティングされてよい。
【０１８８】
　本発明によるステントは、ニチノールを含むものとして説明されているが、ステントは
、ステンレス鋼またはコバルト合金などの、任意の好適な生体適合性物質を含むものとし
てよいことが企図されている。ステントに穿孔構造を持たせることによって、ステント内
の金属の量が最小にされ、ステントの血栓を引き起こす可能性を減じる利点を有し、特に
、狭窄に隣接する動脈から枝分かれする穿通枝動脈の場合に、図13のステント80と関連し
て説明されているように、ステント留置された動脈から穿通枝動脈に、ステントの中心部
、遷移部、第1の端部、および第2の端部の、それぞれ、中心壁、遷移壁、第1の壁、およ
び第2の壁を通って、血液が流れることを可能にする。ステントに使用される材料が少な
ければ少ないほど、動脈内に埋め込まれた後に、材料が血栓の形成を促す可能性が低くな
る。
【０１８９】
　本発明によるステントは、形状記憶金属を含むものとして説明されているが、ステント
は非形状記憶金属であってもよく、さらに、非自己膨張物質であってもよい。たとえば、
ステントは、ステント80の場合のように非自己膨張物質である材料から作られてもよいこ
とが企図される。さらに、当業者にとって、ステント80が自己膨張形状記憶材料から作ら
れ得ることも容易にわかることであろう。
【０１９０】
　本発明によるステントは、頭蓋内動脈内の狭窄に対してステント留置を行うことについ
て説明されているが、本発明によるステントは、静脈、内腔、または他のそのような頭蓋
内血管などの、任意の頭蓋内血管内の狭窄に対してステント留置を行うために使用される
ものとしてよい。
【０１９１】
　ステントの他の実施形態では、生体適合性フィルムまたは膜は、ステントの少なくとも
1つの表面に設けられるものとしてよい。フィルムまたは膜は、穿孔されていても穿孔さ
れていなくてもよい。
【０１９２】
　フィルムまたは膜は、プラスチック繊維から作られた不織布であってもよい。これは、
ステントの壁に接着されるか、またはその壁との接着を形成する。フィルムまたは膜も、
ステント上に層状に重ねられる格子内に織り込まれ得る細いひもに作られてもよい。膜お
よび/または格子は、ステントのストラットと整列される仕方で、または代替的に整列さ
れない仕方でステント上に配設され得る。本発明のいくつかの実施形態において、膜は、
生理学的条件の下で、製薬材料を収容し、これらの材料を周囲血管およびプラーク内に放
出することができる多孔質構造を有するものとしてよい。
【０１９３】
　膜は、任意選択で、ステントの特性に対して望ましい効果を有する1つまたは複数の製
薬組成物または他の組成物とともに埋め込まれるか、またはコーティングされ得る。これ
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により、ステントの表面を製薬材料でコーティングするという難題に対処する。これらの
組成物は、時間の経過とともに薬剤を周囲組織、血管表面、またはプラーク内に放出する
ことができる。たとえばパクリタキセルおよびラパマイシンなどの増殖阻害物質が有利で
あり得る。他の例は、血栓症を防止するか、または液体塞栓剤もしくは接着剤が膜および
/またはステントに付着するのを防ぐ物質である。
【０１９４】
　フィルムまたは膜は、ポリウレタン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエステル、ポ
リアミド、またはポリオレフィンなどの、ポリマー材料から適宜作られてよい。これらの
ポリマー膜は、ステントに容易に被着しない。従来、ステント膜は、膨張ステントの径方
向の力によって血管壁またはプラークに機械的に当てられている。しかしながら、本発明
では、ステントの中心部は動脈壁に接触しない。ステントの壁に容易に被着しないポリマ
ー材料から作られた膜を有する本発明によるステントは、ステントへの膜の好適な接続、
典型的には機械的接続を用いる。このタイプの接続は、また、ステントが別の領域へのス
テントの調整または再配置のためにマイクロカテーテルに入れ直すことを必要とする場合
にも有用である。
【０１９５】
　ステントの膜は、ステント壁が好適な接着の形成に関してポリマーとの親和性を有して
いれば、ステント壁上への噴霧によって、またはステントのストラットの周りへの不織布
のエレクトロスピニングによって都合よく作られるものとしてよく、電流を印加すること
によって、膜の繊維がポリマー溶液から分離され、基材上に堆積される。エレクトロスピ
ニングの技術は、当技術分野でよく知られており、ここではさらに詳しく説明しない。堆
積は、繊維を不織布に凝集させる。これは、そう選択された場合に、織ることができるひ
もに形成され得る。繊維は、一般的に、100から1000nmの直径を有する。エレクトロスピ
ニングによって作製される膜は、非常に薄く、厚さが均一で、ステント壁との接着を容易
に形成することができる。そのような膜は、送達可能状態へのステントの圧縮時の、およ
びステントを操縦して曲がりくねった血管に沿って、その血管内に入れるときの機械的応
力に耐える十分な強さを有する。そのような膜は、破裂またはひびを生じさせる開口部を
形成することなく、必要に応じて、容易に、機械的に、穴をあけることができる。繊維の
太さおよび長さは、エレクトロスピニングプロセスによって制御することができる。その
ような膜の例は、6～18ヶ月の劣化時間を有し得るポリ(ラクチド-co-カプロラクトン)(PL
CL)、2～3年の劣化時間を有し得るポリ(カプロラクトン)(PCL)、またはポリラクチド(PLA
)、ポリ(ラクチド-co-グリコシド)(PLGA)、ポリアクリロニトリル(PAN)、もしくはポリウ
レタン(PU)などのより剛性の高い材料を含む。
【０１９６】
　膜は、単一の層または複数の層から構成され得る。複数の層は、異なる方法で作製する
ものとしてよく、たとえば、第1の層がエレクトロスピニングによって、第2の層がスプレ
ーコーティングによって、第3の層がエレクトロスピニングによって作製されてよい。活
性製薬剤または他の薬剤が、これらの層のうちの1つまたは複数に埋め込まれるものとし
てよい。薬剤は、拡散によって、または膜の層の劣化もしくは腐食によって放出すること
ができる。放射線不透過性物質も、ステント埋め込み時に使用される技術からより容易に
見えるように膜内に埋め込まれ得る。特に、血管形成をさらに促進し、支持するために、
ステントは、メタクリル酸-エコイソデシルアクリレート(MAA-co-IDA、40% MAA)または血
管形成を促進することが知られている類似の物質でコーティングされ得る。
【０１９７】
　膜は、その強度および柔軟性を改善するためにグラフェンを織り交ぜられてよい。それ
に加えて、または代替的に、膜はニチノールの薄いフィルムを含み得る。
【０１９８】
　ステントは、限られた寿命を有するような生体分解性材料から作られ得る。ポリマーベ
ースのステントは、従来から、身体が代謝のために使用することができる自然に分泌され
る分子である、乳酸に時間の経過とともに分解する径方向に強い足場を維持することがで
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きるという理由から選択される、ポリ(L-ラクチド)(PLLA)に基づく。開発中の他のポリマ
ーはチロシンポリカーボネートおよびサリチル酸を含む。
【０１９９】
　特定の送達システムが、ステント1を頭蓋内動脈の中の狭窄に送達することについて説
明されているが、他の好適な送達手段も、たとえば、バルーンカテーテルを介して使用さ
れ得る。本発明によるステントは、血管の事前拡張を必要とすることなく挿入されるよう
に作製される。しかしながら、いくつかの条件において、ICASの事前拡張は、送達マイク
ロカテーテルまたはバルーンマイクロカテーテルをナビゲートして狭窄集中点を超えさせ
るために指示され得る。同様に、ステントは、事後拡張(挿入後のバルーンによるステン
トの拡張)が必要ないように作製され得る。しかしながら、ひどく石灰化したアテローム
性プラークがある場合などのいくつかの場合において、事後拡張が有利なことがある。し
たがって、ステントは、それ自体で事前拡張または事後拡張を必要としないが、事前拡張
および事後拡張と親和性がある。ステントが自己膨張しない場合、本発明のさらなる態様
は、整形拡張バルーンを用意することであり、これはステントの外側端部を内側セクショ
ンに比べて大きく拡張し、図2から図12および図14から図18を参照しつつ説明されている
ように、自己膨張ステントについてすでに説明されているような寸法を有する拡張された
ステント形状をもたらす。
【０２００】
　本発明によるステントは、穿孔された膨張可能壁を備えるものとして説明されており、
これらは非膨張状態に折り畳まれ、動脈系内に送達できる低プロフィルを形成するものと
してよい。低プロフィル構成では、より小さなマイクロカテーテルを介してより小さな頭
蓋内血管および動脈内に送達することができる。ステントの構成は、開放、閉鎖、または
織ったステント設計とすることができる。ステントの構造は、クローズドセルタイプとし
て例示されている。ステントのセル構造は、動脈内に挿入された後にステントを自動膨張
可能なものにする。本発明によるステントは、膨張後にダンベルの形状を取る。
【０２０１】
　ステントは、完全に送達されたときでも入れ直せるように再付着システムで形成されて
よく、操作者は、狭窄に関して、ステントの位置決めに完全に満足するまで配備を再調整
し得る。血管内ステントインプラントの従来の電解切断は、送達ワイヤと血管内ステント
インプラントとの間の接続点の送達ワイヤの端部に電解腐食性構造を使用することを伴う
。そのようなデバイスは、電気血栓に対する陽極として働く血管内インプラントに印加さ
れる電圧を使用することができる。代替的に、機械的再付着システムが使用されてもよい
。
【０２０２】
　ステントの正確な配備は、当技術分野で知られているように、X線透視法の下で見える
適切に位置決めされた放射線不透過性マーカーを介して得られるものとしてよい。任意選
択で、マーカーは、ステントの中心部の近位端および遠位端のところに設けられるものと
してよい。代替的に、またそれに加えて、ステントの中心部は、金コーティングをステン
トのストラットに施すことによって放射線不透過性を高められ得る。同様に、ステントの
全体は、金などの放射線不透過性マーカーを実質的にコーティングされ得る。言うまでも
なく、他の任意の放射線不透過性マーカーがステント上に設けられ得る。
【０２０３】
　ステントが生体分解性材料から作られ、寿命が限られている場合、ステントは、溶解す
るまで適所にとどまる。抗血小板療法は、ステントを受け入れた患者に対して推奨される
ことがよくある。ステントが生体分解性である場合、抗血小板薬は、ステントの溶解後に
中断され得る。
【０２０４】
　ステントが生体分解性でない場合、これらは適所に残され、内皮細胞が時間の経過とと
もに成長する際に載る足場を提供する。
【０２０５】
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　ステントは、狭窄領域の上に配備される(上で説明されているように)。より狭い中心部
が狭窄の穴の中に配置され、狭窄の穴の直径を維持するか、または遠位に血流を元に戻す
程度まで増大させる。中心部の直径は、狭窄を開いて血流を元に戻すのに十分であるが、
狭窄を完全には開かず、むしろ、健全な動脈の直径の50%程度を達成する。
【０２０６】
　本発明によるステントの中心部の比較的小さな直径は、動脈の隣接未占有領域内に押し
込まれる狭窄からの物質の量を最小にする働きをする。さらに、ステントによって達成さ
れる次善の血管形成は、狭窄のプラークを破砕する可能性を最小限度に抑え、したがって
遠位血管狭窄の可能性を最小限度に抑える。
【０２０７】
　従来の自己膨張ステントは、ステントの全長に沿って血管壁上のステントの外向きの力
によって適所に固定される。この外向きの力は、著しい量のアテローム性破片を血管の壁
に押し付ける。血管壁に押し付けられるアテローム性破片は、隣接する側枝または小血管
内に押し込まれ得る(雪かき)。脳内の動脈構造は高度に枝分かれしており、多数の側枝の
存在は、著しい量のアテローム性破片が動脈壁に押し付けられる場合に雪かきを容易に引
き起こし得る。
【０２０８】
　本発明によるステントの使用時に、2つのより大きい直径の第1の端部および第2の端部
は動脈の動脈壁に圧接し、より狭い中心部を安定化し、支持し、この機能は狭窄を開くこ
とである。この構造は、ステントによって動脈壁に沿って押されるプラークの量を最小に
するが、それは動脈壁に接触するのが第1の端部および第2の端部だけだからである。
【０２０９】
　ステントの中心部は、第1の端部および第2の端部によって加えられる力より大きい径方
向外向きの力を加えるように作製される。
【０２１０】
　上で説明されているように、比較的小さい隙間で形成される本発明によるステントの中
心部および遷移部を備えることで、狭窄からの物質が本発明によるステントの中心部およ
び遷移部内の隙間に通されることを最小限度に抑え、一般には、防ぐ。狭窄からの物質が
ステントの隙間に押し通される場合、プラークの小さな粒子がステントから解放されて血
管内に戻り得るが、これはいわゆる「チーズ削り(cheese-grating)」効果である。これら
の小さなプラーク粒子は浮遊して末端循環に入り込み、脳血管系内により深く移動し、潜
在的に遠位部塞栓を引き起こし得る。本発明によるステントの中心部および遷移部内の隙
間の面積を最小にすることによって、「チーズ削り」効果が最小限度に抑えられる。
【０２１１】
　同様に、本発明によるステントに対する二重層構造は、アテローム性プラークの「チー
ズ削り」効果をさらに減少させるために使用できる。
【０２１２】
　生体適合性フィルムまたは膜をステントの表面に設けることで、「チーズ削り」効果の
発生をさらに低減し、それによって遠位部塞栓が頭蓋内循環内に放出されるのを最小限度
に抑えることができる。
【０２１３】
　本発明のステントは、ICASに対する初期段階の非医療治療を提供し、たとえば、ステン
トの隙間内に押し込まれるプラーク(「チーズ削り」)を最小限度に抑え、ステントによっ
て動脈側枝内に押し込まれるプラーク(雪かき)を低減し、頭蓋内過灌流障害のリスクを低
減し、再狭窄の発生を低減するために低剪断応力を与え、ステントを閉塞するプラークを
最小限度に抑え、最終的に疾病率および死亡率を下げることによってICASの従来のステン
ト治療に付随する合併症を低減する。
【０２１４】
　また、本発明によるステントは、複合構造、たとえば、Drawn Filled Tube Nitinol(DF
T)を備え得ることも企図される。
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【０２１５】
　また、本発明によるステントは、グラフェンをコーティングされ得ることも企図される
。
【０２１６】
　本発明によるステントは、第1の端部および第2の端部の第1の壁および第2の壁の軸方向
長さが等長である場合について説明され例示されているが、本発明のいくつかの実施形態
において、ステントの第1の端部および第2の端部の第1の壁および第2の壁の軸方向長さは
異なっていてもよいことが企図されている。たとえば、狭窄の近位端に配置されるであろ
う、第1の端部の第1の壁は、軸方向長さが第2の端部の第2の壁の軸方向長さより短くても
よいことが企図されている。代替的に、ステントの第2の端部の第2の壁の軸方向長さは、
ステントの第1の端部の第1の壁の軸方向長さより短い軸方向長さであってよい。一般に、
穿通枝血管が狭窄の近位端または遠位端のいずれかに比較的近い位置に配置される場合、
第1または第2の端部の第1または第2の壁の軸方向長さは、ステントにもよるが、ステント
の第1の端部および第2の端部の第1の壁および第2の壁のうちの他方の軸方向長さより短く
てもよく、それにより、穿通枝血管を塞いだり覆ったりすることなく狭窄と穿通枝血管と
の間で狭窄に隣接する動脈の非罹患部分を係合させる。たとえば、穿通枝血管が狭窄の遠
位端上で狭窄に比較的近い場合、ステントの第2の端部の第2の壁は、軸方向長さがステン
トの第1の端部の第1の壁の軸方向長さより短く、第2の端部の第2の壁の軸方向長さは、ス
テントの第2の端部が狭窄に隣接し、狭窄と隣接する穿通枝血管との間にある動脈の非罹
患部分と係合するような長さになる。
【０２１７】
　したがって、本発明によるステントの第1の端部および第2の端部の第1の壁および第2の
壁の軸方向長さは同じであるか、または異なるものとしてよいことが企図される。
【０２１８】
　それに加えて、第1の端部および第2の端部の外径および内径は異なり得ることは理解さ
れるであろう。たとえば、狭窄のそれぞれの対向端における血管の直径が異なる場合、第
1の端部および第2の端部の直径は適宜選択されるであろう。
【０２１９】
　また、図12を参照しつつ説明されているステント70は、狭窄に位置決めされるときに、
ステントの第2の端部4が穿通枝109の遠位に配置される代わりに、ステントは近位に付勢
され、ステントの第2の端部4を狭窄と穿通枝109との間に配置するものとしてよいことが
企図される。さらに、穿通枝109が狭窄の近位または遠位端のいずれかで、狭窄に隣接す
る動脈または血管から枝分かれし、狭窄と枝分かれした穿通枝血管との間に空間がない場
合に、ステントの第1の端部および第2の端部のうちの隣接する端部が穿通枝血管19を超え
て延在するように配置されてよく、血液供給は、ステントの第1の端部3および第2の端部4
のうちの関連する端部の第1の壁および第2の壁のうちの対応する壁を通る隙間20bを通し
て穿通枝血管103内に収容されることが企図される。
【符号の説明】
【０２２０】
　　1　ステント
　　3　第1の端部
　　4　第2の端部
　　5　中心部
　　7　遷移部
　　10　第1の壁
　　11　第2の壁
　　12　第1の穴
　　13　第2の穴
　　15　中心壁
　　16　穴
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　　17　遷移壁
　　18　主中心軸
　　19　自由端、穿通枝血管
　　20　隙間
　　20a、20b、20c　隙間
　　21　第1の中心軸
　　22　第2の中心軸
　　23　ストラット
　　30　送達システム
　　31　送達マイクロカテーテル
　　32　近位端
　　33　遠位端
　　34　細長穴
　　40　細長位置決め部材
　　41　近位端
　　42　遠位端
　　44　解放可能結合機構
　　50　ステント
　　52　円錐台形壁部分
　　53　遷移壁
　　60　ステント
　　70　ステント
　　80　ステント
　　82　バルーンマイクロカテーテル
　　83　細長マイクロカテーテル
　　84　遠位端
　　85　バルーン
　　90から93　ステント
　　95　主中心軸
　　96　第1の中心軸
　　97　第2の中心軸
　　100　罹患頭蓋内動脈
　　101　壁
　　102　狭窄
　　103　穴
　　104　近位非罹患部分
　　105　近位端
　　106　遠位非罹患部分
　　107　遠位端
　　108　円環
　　109　穿通枝動脈
　　200　動脈、ステント
　　201　王冠部
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